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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
一
七
六
）

は
じ
め
に

│
内
乱
罪
の
分
離

古
く
唐
律
は
、
社
稷
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
謀
反
を
一
〇
悪
の
筆
頭
に
掲
げ
て
、
謀
反
と
い
う
罪
が
全
犯
罪
の
う
ち
最
悪
の
も
の
た
る

こ
と
を
示
し
た
。
社
稷
の
語
は
直
接
皇
帝
と
い
う
尊
号
を
さ
す
の
を
憚
っ
た
も
の
で
あ
る
。
唐
律
に
お
い
て
は
、
謀
反
は
皇
帝
そ
の
人
に

対
す
る
攻
撃
の
み
な
ら
ず
、
皇
帝
の
位
（
現
王
朝
）
に
対
す
る
攻
撃
を
含
ん
で
い
た
。
す
な
わ
ち
、
君
主
の
概
念
と
王
朝
の
概
念
が
区
別

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
謀
反
は
近
代
刑
法
学
の
い
う
大
逆
罪
と
内
乱
罪
の
二
つ
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

目
を
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
転
じ
る
と
、
一
三
五
一
年
の
反
逆
法
は
、
公
然
た
る
行
為
に
よ
り
国
王
殺
害
の
意
思
を
示
す
こ
と
、
国
王

に
対
し
て
戦
い
を
し
か
け
る
こ
と
、
国
王
の
敵
対
者
に
追
随
す
る
こ
と
、
主
と
し
て
こ
れ
ら
の
事
項
を
反
逆
罪
と
定
め
た
（
1
）

。
こ
の
反
逆
法

に
お
い
て
、
王
朝
（
プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
ッ
ト
朝
）
の
存
立
が
国
王
そ
の
人
の
安
全
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
君
主

と
王
朝
は
概
念
上
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。

一
方
、
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
犯
罪
は
、
神
に
対
す
る
不
敬
罪
、
人
に
対
す
る
不
敬
罪
、
私
人
に
対
す
る
犯
罪
の
三
群

に
区
分
さ
れ
た
。
こ
の
人
に
対
す
る
不
敬
罪
（
君
主
に
対
す
る
反
逆
罪
と
混
同
さ
れ
て
い
た
）
が
さ
ら
に
二
類
に
区
分
さ
れ
、
そ
の
第
一

類
は
国
王
や
そ
の
家
族
の
殺
害
・
殺
害
未
遂
と
、
国
家
（
ブ
ル
ボ
ン
朝
）
の
主
権
お
よ
び
安
全
に
対
す
る
侵
犯
の
二
者
を
含
ん
で
い
た
と

い
う
（
2
）

。
こ
こ
で
も
、
君
主
と
国
家
（
な
い
し
は
王
朝
）
は
い
わ
ば
一
つ
に
括
ら
れ
て
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
後
、
立
憲
君
主
制
下
の
一
七
九
一
年
刑
法
は
、
初
め
て
君
主
と
国
家
を
は
っ
き
り
区
別
し
た
。
国
境
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア

や
プ
ロ
イ
セ
ン
の
軍
靴
の
音
が
迫
る
中
で
、
こ
の
刑
法
は
大
逆
罪
を
含
む
全
犯
罪
中
、
外
患
罪
を
一
番
敵
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
（
3
）

。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
一
八
一
〇
年
刑
法
も
、
七
月
王
政
下
の
一
八
三
二
年
の
改
正
法
も
、
同
じ
く
国
家
の
外
的
安
全
を
内
的
安
全

二



近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
（
新
井
）

（
一
七
七
）

よ
り
重
視
し
た
。
そ
の
上
で
こ
の
改
正
法
は
、
大
逆
罪
と
一
括
り
の
も
の
と
し
て
、
政
府
の
顛
覆
・
王
位
継
承
順
序
の
変
更
・
王
権
へ
の

反
抗
を
目
的
と
す
る
内
乱
罪
を
お
き
、
第
二
帝
政
下
の
一
八
五
三
年
の
改
正
法
も
、
一
八
三
二
年
改
正
法
の
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
内
容
を

大
き
く
修
正
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
（
4
）

。

フ
ラ
ン
ス
刑
法
（
一
八
五
三
年
の
改
正
法
）
の
問
題
の
箇
所
は
、
第
三
部
、
第
一
編
、
第
一
章
、
第
二
節
、
第
一
款
の
冒
頭
二
箇
条
で

あ
る
。
第
三
部
重
罪
・
軽
罪
お
よ
び
そ
の
処
罰
、
第
一
編
公
事
に
対
す
る
重
罪
・
軽
罪
、
第
一
章
国
家
の
安
寧
に
対
す
る
重
罪
・
軽
罪
の

う
ち
、
第
一
節
が
国
家
の
外
部
安
寧
に
対
す
る
重
罪
・
軽
罪
、
第
二
節
が
国
家
の
内
部
安
寧
に
対
す
る
重
罪
、
第
二
節
の
第
一
款
「
皇
帝

及
皇
室
ニ
対
ス
ル
危
害
及
陰
謀
」
の
冒
頭
が
そ
れ
で
あ
る
（
5
）

。

○
フ
ラ
ン
ス
刑
法

第
八
十
六
条　

皇
帝
ノ
生
命
若
ハ
身
体
ニ
対
ス
ル
危
害
ハ
殺
親
罪
ノ
刑
ニ
処
ス

　

第
二
項
以
下　

略
（
皇
族
の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
危
害
、
皇
帝
・
皇
族
に
対
す
る
不
敬
）

第
八
十
七
条　

政
府
又
ハ
帝
位
継
承
ノ
順
位
ヲ
顛
覆
シ
若
ハ
之
ヲ
変
更
シ
又
ハ
公
民
若
ハ
住
民
ヲ
煽
動
シ
テ
皇
帝
ノ
権
力
ニ
対
シ
武

器
ヲ
執
ラ
シ
ム
ル
ヲ
目
的
ト
ス
ル
危
害
ハ
隔
離
流
刑
ニ
処
ス

（
注
）
第
八
八
条
、
危
害
の
定
義
。
第
八
九
条
、
第
八
六
条
・
第
八
七
条
の
予
備
・
陰
謀
。

ベ
ル
ギ
ー
が
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
独
立
し
た
の
は
、
一
八
三
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
。
ザ
ク
セ
ン
か
ら
国
王
を
迎
え
、
立
憲
君
主
国
の
政
体
を

採
用
し
た
。
一
八
六
七
年
の
刑
法
は
、
こ
れ
も
大
逆
罪
と
内
乱
罪
を
一
括
り
に
し
て
配
置
し
た
。
こ
の
内
乱
罪
は
、
右
の
フ
ラ
ン
ス
刑
法

に
倣
い
そ
れ
を
修
正
し
て
、
憲
法
や
王
家
継
統
法
の
変
更
、
王
権
へ
の
反
抗
や
、
議
会
（
両
議
院
も
し
く
は
そ
の
一
院
）
の
顛
覆
を
目
的

と
す
る
も
の
で
あ
る
（
6
）

。

三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
一
七
八
）

プ
ロ
イ
セ
ン
を
中
核
と
し
て
、
一
八
七
一
年
、
ド
イ
ツ
の
統
一
が
実
現
し
た
。
一
八
七
一
年
の
刑
法
（
一
八
七
〇
年
の
北
ド
イ
ツ
連
邦

刑
法
）
は
、
こ
れ
も
や
は
り
ド
イ
ツ
皇
帝
や
各
邦
君
主
に
対
す
る
大
逆
罪
と
、
ド
イ
ツ
帝
国
や
各
邦
の
憲
法
・
王
位
継
承
順
序
・
領
土
に

対
す
る
内
乱
罪
を
一
括
り
の
も
の
と
し
て
配
置
し
た
（
7
）

。
し
か
も
、
憲
法
や
王
位
継
承
順
序
の
変
更
、
領
土
の
分
割
は
、
概
念
上
は
大
逆
罪

に
包
摂
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
刑
法
典
は
、
こ
の
一
括
り
を
各
則
冒
頭
に
掲
げ
た
の
で
あ
る
。

オ
ラ
ン
ダ
の
一
八
八
一
年
刑
法
や
、
イ
タ
リ
ア
の
一
八
八
九
年
刑
法
の
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
扱
い
も
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
や
ド
イ
ツ
刑
法

と
径
庭
が
な
い
（
8
）

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
一
九
〇
〇
年
の
時
点
で
サ
ン
マ
リ
ノ
、
ス
イ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
三
国
を
除
き
、
他
の
国
々
は
君
主
国
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
右
に
ざ
っ
と
一
瞥
し
た
幾
つ
か
の
刑
法
典
の
よ
う
に
、
他
の
国
々
の
刑
法
典
も
君
主
国
の
歴
史
を
ひ
き
ず
っ
て
い
た

と
想
像
さ
れ
る
。

さ
て
、
唐
律
に
戻
る
と
、
一
〇
悪
の
最
初
三
つ
は
、
①
謀
反
、
②
宗
廟
・
山
陵
・
宮
闕
を
毀
さ
ん
と
謀
る
謀
大
逆
、
③
国
に
背
き
偽
に

従
わ
ん
と
謀
る
謀
叛
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
が
罪
名
で
、
各
則
の
賊
盗
律
に
刑
罰
を
定
め
る
条
文
が
あ
る
。
そ
こ
で
賊
盗
律
を

開
く
と
、
第
一
条
が
謀
反
大
逆
条
で
、
同
条
は
①
②
を
括
っ
て
、
謀
反
（
謀
る
だ
け
で
）
お
よ
び
大
逆
（
実
行
に
移
す
と
）
は
皆
（
首
従

の
別
な
く
）
斬
に
処
す
る
と
定
め
て
い
る
。

時
代
が
下
る
と
、
明
律
も
、
清
律
も
、
こ
れ
ら
三
悪
の
罪
名
も
そ
れ
ぞ
れ
の
注
（
社
稷
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
、
宗
廟
な
ど
を
毀
さ
ん

と
謀
る
、
と
い
う
構
成
要
件
）
も
修
正
す
る
こ
と
な
く
、
謀
反
大
逆
条
の
「
謀
反
大
逆
」
の
四
字
を
以
て
一
罪
と
し
、
謀
反
・
謀
大
逆
の

科
刑
上
の
区
別
を
な
く
し
、
謀
反
を
王
朝
へ
の
攻
撃
、
大
逆
を
皇
帝
へ
の
攻
撃
と
し
て
前
代
の
解
釈
を
大
き
く
変
更
し
た
（
9
）

。
こ
れ
は
、
律

の
条
文
の
字
面
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
解
釈
に
よ
り
君
主
と
王
朝
を
分
離
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
解
釈
が
近
世
日
本
に
入
っ
た
。
明
治
の
早
期
、
司
法
省
の
刑
法
草
案
編
纂
の
さ
い
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
国
事
犯
（
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

四



近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
（
新
井
）

（
一
七
九
）

は
「
政
治
犯
」
と
表
現
し
た
）
の
死
刑
廃
止
を
力
説
す
る
（
10
）

一
方
、
天
皇
に
対
す
る
罪
を
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
殺
親
罪
の
刑
（
死
刑
）
に
倣
う

よ
う
主
張
し
た
た
め
、
編
纂
委
員
は
大
逆
罪
と
内
乱
罪
は
罪
質
が
異
な
る
と
し
て
、
二
つ
を
別
の
章
に
お
い
た
。
こ
の
方
針
を
刑
法
草
案

審
査
局
が
う
け
つ
い
だ
結
果
、
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
年
）
刑
法
は
、
大
逆
罪
・
内
乱
罪
を
二
章
に
わ
け
て
設
置
し
た
。

そ
れ
ま
で
新
律
綱
領
も
、
改
定
律
例
も
、
八
虐
（
中
国
の
一
〇
悪
）
を
掲
げ
ず
、
謀
反
大
逆
条
を
お
か
な
か
っ
た
。
明
治
一
三
年
刑
法

は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
罪
刑
法
定
主
義
を
採
用
し
て
、
大
逆
罪
や
内
乱
罪
を
お
い
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
を
二
章
に
わ
け
て
お
い
た
の

は
、
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
刑
法
典
に
例
の
な
い
や
り
方
で
あ
る
。
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
こ
れ
は
、
大
逆
罪
と
い
う
一
括
り
の
犯
罪
の

中
か
ら
内
乱
罪
を
分
離
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
1
） Jam

es F
itzjam

es S
tephen, A

 H
istory of th

e C
rim

in
al L

aw
 of E

n
glan

d, 1883, vol. 2, p. 249.

（
2
） 

Ｒ
・
ガ
ロ
「
フ
ラ
ン
ス
近
代
の
刑
法
史
」
二
九
九
〜
三
〇
〇
頁
。
塙
浩
著
作
集
第
一
九
巻
『
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
史
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

所
収
。
塙
氏
の
翻
訳
の
原
典
は
、Jean R

ené G
arraud, T

raité th
éoriqu

e et pratiqu
e d

u
 d

roit pén
al fran

çais, 3éd., 1913.

（
3
） 

内
田
博
文
・
中
村
義
孝
訳
「
フ
ラ
ン
ス
一
七
九
一
年
刑
法
典
」（
立
命
館
法
学
第
九
六
号
、
一
九
七
一
年
）
五
五
頁
以
下
。

（
4
） 

さ
し
あ
た
り
、
司
法
資
料
第
二
五
八
号
（
一
九
三
九
年
）
の
『
仏
蘭
西
刑
法
典
』
二
一
頁
以
下
、
中
村
義
孝
編
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
事
法
典
史
料

集
成
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年
）
一
七
八
頁
以
下
。

（
5
） 

前
掲
『
仏
蘭
西
刑
法
典
』
二
四
頁
。

（
6
） 

手
元
に
一
九
世
紀
の
ベ
ル
ギ
ー
刑
法
が
な
い
。
司
法
省
第
八
局
編
『
刑
法
表
』（
一
八
八
三
年
）
を
参
照
。
一
七
八
頁
、
一
八
〇
頁
。

（
7
） 

さ
し
あ
た
り
、
司
法
資
料
第
一
九
一
号
（
一
九
三
五
年
）
の
『
一
九
三
〇
年
独
逸
刑
法
草
案
並
に
現
行
独
逸
刑
法
典
』
一
九
六
頁
以
下
。

（
8
） 

日
本
大
学
法
学
部
図
書
館
は
、
訳
者
不
詳
『
和
蘭
刑
法
』
や
曲
木
如
長
訳
『
伊
太
利
刑
法
』
を
所
蔵
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
司
法
省
が
印
刷
に

ふ
し
た
も
の
ら
し
い
。
前
者
の
発
行
年
は
不
明
、
後
者
は
一
九
〇
三
年
の
発
行
。

五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
一
八
〇
）

（
9
） 

明
律
・
清
律
に
お
け
る
解
釈
の
変
更
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
、
律
令
研
究
会
編
『
訳
註
日
本
律
令
』
第
五
巻
・
唐
律
疏
議
訳
註
篇
一
（
東
京

堂
出
版
、
一
九
七
九
年
）
三
五
〜
三
六
頁
。
こ
の
唐
律
疏
議
訳
註
篇
一
（
名
例
）
の
著
者
は
滋
賀
秀
三
氏
。

（
10
） 
七
月
王
政
下
一
八
三
二
年
の
改
正
法
は
、
第
八
七
条
の
法
定
刑
と
し
て
死
刑
を
お
い
た
。
第
二
共
和
制
下
一
八
四
八
年
二
月
二
六
日
の
布
告
が

一
般
的
に
国
事
犯
（
政
治
犯
）
の
死
刑
を
廃
止
し
た
と
い
う
（
オ
ル
ト
ラ
ン
著
・
井
上
正
一
訳
『
仏
国
刑
法
原
論
』
第
一
帙
上
巻
一
七
五
〜
一
七
七

頁
、
一
八
八
八
年
。
信
山
社
・
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
、
一
九
九
九
年
）。
こ
の
点
、
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
蜂
起
に
失
敗
し
た
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
（
後

の
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
）
が
北
フ
ラ
ン
ス
の
一
城
塞
に
終
身
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
（
脱
獄
し
た
）
話
が
想
起
さ
れ
る
。

一　

大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定

新
律
綱
領
も
改
定
律
例
も
明
律
・
清
律
に
倣
い
な
が
ら
、
編
纂
時
の
政
治
事
情
か
ら
謀
反
や
謀
大
逆
な
ど
八
虐
を
掲
げ
ず
、
謀
反
大
逆

条
を
お
か
な
か
っ
た
。
明
治
一
三
年
刑
法
、
い
わ
ゆ
る
旧
刑
法
が
、
各
則
冒
頭
、
第
二
編
第
一
章
皇
室
に
対
す
る
罪
の
中
心
に
大
逆
罪
を

お
き
、
第
二
章
国
事
に
関
す
る
罪
の
第
一
節
内
乱
に
関
す
る
罪
と
し
て
内
乱
罪
を
お
い
た
の
は
、
政
治
事
情
へ
の
配
慮
よ
り
西
欧
刑
法
に

倣
う
必
要
性
が
勝
り
、
さ
ら
に
編
纂
者
ら
が
西
欧
刑
法
の
採
用
す
る
罪
刑
法
定
主
義
を
認
識
し
た
こ
と
に
よ
る
。

も
っ
と
も
、
大
逆
罪
と
い
う
語
は
、
旧
刑
法
の
ど
こ
を
探
し
て
も
み
あ
た
ら
な
い
。
第
一
一
六
条
の
天
皇
・
三
后
・
皇
太
子
に
対
し
て

危
害
を
加
え
、
ま
た
は
加
え
ん
と
し
た
行
為
を
、
明
律
・
清
律
の
解
釈
を
以
て
一
般
に
大
逆
（
罪
）
と
称
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
内
乱

罪
と
い
う
語
は
、
旧
刑
法
の
節
名
に
あ
り
、
第
一
二
一
条
の
構
成
要
件
の
中
に
政
府
を
顛
覆
し
、
ま
た
は
邦
土
を
僣
窃
し
、
そ
の
他
朝
憲

を
紊
乱
す
る
こ
と
を
目
的
と
な
し
「
内
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
」
者
と
あ
る
。
旧
刑
法
が
名
付
け
親
で
あ
る
。

六



近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
（
新
井
）

（
一
八
一
）

（
一
）
フ
ラ
ン
ス
法
の
模
倣

旧
刑
法
の
編
纂
は
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
年
）
九
月
、
司
法
省
が
刑
法
草
案
編
纂
委
員
を
お
い
て
緒
に
つ
い
た
。
こ
の
と
き
、
編
纂

の
一
助
と
し
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
フ
ラ
ン
ス
刑
法
を
講
義
さ
せ
た
。
し
か
し
、
独
力
の
編
纂
が
失
敗
し
、
翌
年
五
月
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

に
章
節
毎
の
原
案
を
提
出
さ
せ
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
編
纂
を
行
う
方
式
に
改
め
た
。
各
則
冒
頭
に
は
、
編
纂
委
員
が
希
望
し
て
天
皇
に

対
す
る
罪
を
お
く
こ
と
を
決
定
し
た
（
11
）

。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
原
案
中
、
最
初
の
三
箇
条
は
次
の
よ
う
で
あ
る
（
12
）

。

○
原
案
、
和
訳

第
一
条　

日
本
天
皇
、
皇
后
並
皇
太
子
ノ
身
体
ニ
対
シ
タ
ル
重
罪
又
ハ
軽
罪
ハ
卑
属
ノ
親
其
尊
属
ノ
親
ノ
一
人
ノ
身
体
ニ
対
シ
重
罪

又
ハ
軽
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
如
ク
第
○
○
条
ニ
従
ヒ
処
断
ス

第
二
条　

皇
威
ヲ
覆
ス
ヲ
目
的
ト
ナ
ス
重
罪
ハ
重
流
刑
并
○
○
円
ニ
至
ル
マ
テ
ノ
罰
金
ニ
処
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
条　

皇
嗣
ノ
順
序
（
正
確
に
は
、
皇
位
継
承
の
順
序
か
）
ヲ
換
ヘ
ル
ヲ
目
的
ト
ナ
ス
重
罪
ハ
軽
流
刑
并
○
○
円
ヨ
リ
○
○
円
ニ

至
ル
罰
金
ニ
処
ス

こ
れ
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
フ
ラ
ン
ス
刑
法
第
八
六
条
、
第
八
七
条
の
主
意
に
よ
り
起
草
し
た
も
の
で
、
一
目
み
て
わ
か
る
が
、
第
一
条

が
第
八
六
条
、
第
二
条
・
第
三
条
を
併
せ
て
第
八
七
条
に
対
応
し
て
い
る
。
第
二
条
に
つ
い
て
、
編
纂
委
員
を
代
表
し
て
鶴
田
皓
（
纂
集

長
）
が
皇
威
の
原
語
は
何
か
き
く
と
、
通
訳
を
務
め
る
名
村
泰
蔵
が
オ
ト
リ
テ
・
ア
ン
ペ
リ
ア
ル
だ
と
答
え
た
（
13
）

。
第
八
七
条
の
フ
ラ
ン
ス

語
（
前
掲
和
訳
に
は
「
皇
帝
ノ
権
力
」
と
あ
る
）
を
そ
の
ま
ま
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
同
条
の
政
府
顛
覆
を

削
除
し
た
こ
と
に
つ
い
て
「
日
本
は
皇
統
連
綿
の
国
体
に
付
、
其
政
府
を
覆
す
者
は
即
皇
威
を
覆
す
も
の
な
り
。
依
て
皇
威
を
覆
す
云
々

の
語
中
に
政
府
を
覆
す
云
々
の
こ
と
を
も
含
畜
す
る
も
の
と
為
し
之
を
省
き
た
る
訳
な
り
」
と
説
明
し
た
の
で
あ
る
（
14
）

。七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
一
八
二
）

し
か
し
、
編
纂
委
員
は
「
皇
威
ヲ
覆
ス
」
の
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
天
皇
を
殺
し
た
ら
、
天
皇
の
オ
ト
リ
テ
・
ア
ン
ペ
リ
ア
ル
を

滅
ぼ
し
、
そ
れ
は
第
二
条
の
罪
に
入
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
「
皇
威
の
原
語
は
天
皇
一
身
に

係
る
へ
き
に
あ
ら
す
。
其
系
統
に
迄
係
る
へ
き
も
の
な
り
」
と
答
え
た
後
、
そ
れ
な
ら
皇
朝
（
デ
ィ
ナ
ス
テ
ィ
）
を
覆
す
云
々
と
記
せ
ば

よ
い
と
教
え
た
（
15
）

。

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
編
纂
委
員
は
第
一
章
に
つ
い
て
は
第
四
案
ま
で
作
成
し
た
。
こ
の
第
四
案
を
、
刑
法
草
案
第
一
稿
（
明
治
九
年
々
末

成
稿
）
の
各
則
第
一
章
と
し
た
（
16
）

。
章
名
は
「
天
皇
ノ
身
体
及
ヒ
主
権
ニ
対
ス
ル
ノ
罪
」
で
あ
る
。
原
案
の
第
一
条
は
第
一
一
八
条
「
天
皇

皇
后
及
ヒ
皇
太
子
ノ
身
体
ニ
対
シ
タ
ル
犯
罪
ハ
卑
属
ノ
親
其
尊
属
ノ
親
ノ
身
体
ニ
対
シ
テ
犯
シ
タ
ル
重
罪
軽
罪
ニ
同
シ
」
で
、
お
そ
ら
く

仏
文
は
元
の
第
一
条
と
同
じ
で
あ
る
。
原
案
の
第
二
条
・
第
三
条
は
、
第
一
二
〇
条
「
皇
室
（
デ
ィ
ナ
ス
テ
ィ
）
ヲ
顛
覆
シ
又
ハ
皇
権
ヲ

拒
絶
シ
若
ク
ハ
減
損
シ
又
ハ
皇
嗣
ノ
順
序
ヲ
紊
乱
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
為
ス
犯
罪
ハ
重
流
ニ
処
シ
且
五
千
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス
」
と

し
て
、
併
せ
て
一
条
に
纏
め
ら
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
刑
法
草
案
第
一
稿
は
、
各
則
第
一
章
に
第
一
一
八
条
君
主
に
対
す
る
大
逆
の
罪
と
、
第
一
二
〇
条
王
朝
に
対
す
る
謀
反
の

罪
（
内
乱
罪
）
を
並
べ
た
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
フ
ラ
ン
ス
刑
法
第
八
七
条
の
グ
ヴ
ェ
ル
ヌ
マ
ン
の
語
を
回
避
し
、
デ
ィ
ナ
ス
テ
ィ
の
語
を

選
択
し
た
こ
と
に
よ
り
、
第
一
稿
の
定
め
る
内
乱
罪
は
、
母
法
（
17
）

よ
り
さ
ら
に
君
主
制
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
内
乱
罪
と
し
て
か
き
こ
ま
れ
た

の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
第
一
二
〇
条
内
乱
罪
の
刑
を
流
刑
に
止
め
る
こ
と
は
、
原
案
第
二
条
の
審
議
の
と
き
か
ら
、
編
纂
委
員
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

に
対
し
て
「
日
本
に
て
は
従
前
内
乱
を
起
し
た
る
罪
は
特
別
に
取
扱
ひ
、
総
て
死
刑
に
処
す
へ
き
こ
と
ゝ
為
す
。
故
に
今
後
と
雖
も
之
れ

に
死
刑
を
廃
し
流
刑
に
処
す
る
は
太
た
不
都
合
な
り
」
と
強
く
異
論
を
唱
え
た
。
し
か
し
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
現
在
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
は

八



近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
（
新
井
）

（
一
八
三
）

政
治
犯
に
死
刑
を
科
さ
な
い
と
頑
強
に
主
張
し
た
た
め
、
編
纂
委
員
は
と
り
あ
え
ず
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
従
っ
た
の
で
あ
る
（
18
）

。

（
二
）
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
分
離

明
治
八
年
九
月
、
司
法
省
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
命
じ
て
、
刑
法
草
案
編
纂
委
員
に
フ
ラ
ン
ス
刑
法
を
講
義
さ
せ
た
。
こ
の
講
義
は
、
翌

九
年
五
月
ま
で
、
約
八
カ
月
続
い
た
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
ま
ず
、
編
纂
委
員
の
求
め
に
応
じ
て
刑
罰
論
を
展
開
し
た
。
そ
の
さ
い
、
今
回

編
纂
す
る
草
案
は
「
国
事
犯
と
通
常
の
犯
罪
と
を
区
別
す
へ
き
積
な
る
や
。
仏
国
に
て
は
通
常
の
犯
罪
に
比
す
れ
は
国
事
犯
の
者
に
於
て

其
取
扱
ひ
を
寛
宥
に
す
る
こ
と
あ
り
」
と
説
明
し
た
（
19
）

。
国
事
犯
と
い
う
の
は
（
近
代
刑
法
学
の
い
う
）
政
治
犯
の
こ
と
で
あ
る
（
20
）

。

政
治
犯
の
取
り
扱
い
（
処
分
）
を
寛
宥
に
す
る
と
い
う
の
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
第
七
五
条
「
仏
蘭
西
ニ
抗
敵
シ
テ
武
器
ヲ
所
持
セ
ル

仏
蘭
西
人
ハ
総
テ
死
刑
ニ
処
ス
」
に
つ
い
て
、
同
条
の
犯
罪
を
「
政
事
の
罪
と
為
す
時
は
死
刑
に
あ
ら
す
。
通
常
の
罪
と
為
す
時
は
死
刑

な
り
。
千
八
百
四
十
八
年
の
布
告
を
以
て
政
事
の
罪
に
死
刑
を
廃
せ
る
こ
と
は
国
民
一
般
皆
知
る
処
な
り
」
と
説
明
し
た
（
21
）

よ
う
に
、
政
治

犯
の
死
刑
廃
止
を
さ
し
て
い
た
。
こ
の
一
八
四
八
年
の
布
告
は
、
二
月
革
命
時
の
第
二
共
和
制
仮
政
府
の
布
告
の
こ
と
で
あ
る
（
22
）

。

こ
の
講
義
の
中
で
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
第
八
六
条
「
皇
帝
ノ
生
命
若
ハ
身
体
ニ
対
ス
ル
危
害
」
は
「
其
犯
罪
の
事
柄
は
極
重
き
も
の

な
れ
と
も
矢
張
通
常
の
罪
と
見
做
す
な
り
」
と
説
明
し
、
編
纂
委
員
が
こ
れ
は
国
事
犯
（
政
治
犯
）
で
は
な
い
の
か
と
き
く
の
を
、
通
常

犯
だ
と
し
て
退
け
た
（
23
）

。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
し
て
は
、
殺
親
罪
の
刑
（
死
刑
）
が
あ
る
以
上
、
皇
帝
に
対
す
る
ア
タ
ン
タ
（
侵
害
）
を
通
常

犯
だ
と
い
う
し
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
次
に
、
一
八
五
三
年
の
刑
法
改
正
時
を
ふ
り
返
り
、
皇
帝
に
対
す
る

ア
タ
ン
タ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
威
権
を
憚
っ
て
死
刑
を
廃
止
で
き
な
か
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
時
の
議
論
は
二
説
あ
り
、
こ
の
ア
タ
ン
タ

を
国
事
犯
中
の
例
外
規
定
と
す
る
意
見
が
多
数
だ
っ
た
こ
と
を
、
詳
し
く
説
明
し
た
の
で
あ
る
（
24
）

。

九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
一
八
四
）

一
方
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
第
八
七
条
に
つ
い
て
「
第
八
十
七
条
は
醇
粋
の
国
事
犯
と
云
う
へ
き
も
の
な
り
。
国
事
犯
と
は
何
と
な
れ

は
政
府
を
覆
へ
し
政
体
を
一
変
せ
ん
と
す
る
こ
と
を
謀
る
も
の
な
り
。
例
へ
は
共
和
政
事
の
時
な
れ
は
王
政
と
為
さ
ん
と
し
、
王
政
の
時

な
れ
は
共
和
政
事
と
為
さ
ん
と
す
る
等
の
こ
と
な
り
。
又
は
皇
帝
の
即
位
の
順
序
を
紊
た
し
帝
権
を
拒
み
政
府
を
覆
へ
さ
ん
と
の
目
的
の

意
あ
る
者
な
り
」
と
説
明
し
た
（
25
）

。
こ
れ
こ
そ
醇
粋
の
国
事
犯
、
す
な
わ
ち
真
正
の
政
治
犯
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

が
「
本
条
を
改
正
せ
し
千
八
百
五
十
三
年
の
頃
は
三
世
『
ナ
ポ
レ
ヲ
ン
』
在
世
中
の
こ
と
な
り
。
故
に
之
は
其
王
家
の
為
め
に
用
ふ
へ
き

法
律
な
り
」
と
指
摘
し
た
（
26
）

の
は
、
単
に
死
刑
を
隔
離
流
刑
に
改
め
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
紛
ら
わ
し
い
説
明
で
あ
る
。

さ
て
、
明
治
一
〇
年
一
月
に
始
ま
る
刑
法
草
案
第
一
稿
の
見
直
し
の
さ
い
、
編
纂
委
員
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
か
ら
教
わ
っ
た
フ
ラ
ン
ス

刑
法
の
知
識
を
よ
く
記
憶
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
第
一
一
八
条
天
皇
・
皇
后
・
皇
太
子
の
身
体
に
対
す
る
犯
罪
と
、
第
一
二
〇
条
皇
室

の
顛
覆
・
皇
権
の
拒
絶
・
皇
嗣
順
序
の
紊
乱
を
目
的
と
す
る
犯
罪
を
同
じ
章
に
お
く
こ
と
に
つ
い
て
、
編
纂
委
員
は
「
此
第
百
十
八
条
は

通
常
罪
に
し
て
、
第
百
二
十
条
は
国
事
犯
な
り
。
其
通
常
罪
と
国
事
犯
と
性
質
の
異
り
た
る
罪
を
同
し
く
此
第
一
章
中
に
混
同
し
て
置
く

は
、
太
た
不
都
合
な
ら
す
や
」
と
指
摘
し
て
、
二
箇
条
を
別
の
章
に
お
く
こ
と
を
求
め
た
。
す
な
わ
ち
「
第
百
十
八
条
の
罪
は
尊
属
の
親

に
対
す
る
罪
に
同
し
と
為
す
（
死
刑
）
故
に
、
国
事
犯
を
流
刑
に
処
す
へ
き
原
則
に
抵
触
せ
ん
と
す
」
と
い
う
の
で
あ
る
（
27
）

。

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
第
一
一
八
条
の
「
天
皇
の
身
体
に
対
し
た
る
罪
は
通
常
罪
と
国
事
犯
と
二
つ
の
性
質
を
帯
ひ
た
る
者
」
で
、
第
一
稿

は
そ
の
う
ち
国
事
犯
の
性
質
を
重
視
し
た
の
だ
と
反
論
し
て
も
、
原
則
論
に
忠
実
な
編
纂
委
員
は
納
得
し
な
か
っ
た
。
編
纂
委
員
は
さ
ら

に
「
一
体
第
百
十
八
条
の
罪
を
尊
属
の
親
に
対
す
る
罪
に
同
し
と
為
し
た
る
は
、
畢
竟
日
本
の
人
民
は
天
皇
を
親
と
し
（
て
）
戴
き
之
を

尊
ひ
且
親
む
所
の
主
意
に
基
き
た
る
も
の
な
り
。
然
ら
は
飽
迄
私
罪
と
見
做
さ
ゝ
る
を
得
さ
る
へ
し
」
と
迫
っ
た
た
め
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

の
方
が
分
が
悪
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
第
一
一
八
条
を
第
一
章
に
残
す
一
方
、
第
一
二
〇
条
を
（
フ
ラ
ン
ス
刑
法
第
九
一
条
の
内
乱
の

一
〇



近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
（
新
井
）

（
一
八
五
）

罪
に
倣
う
）
第
一
三
四
条
と
併
せ
て
別
の
章
に
お
く
こ
と
と
な
っ
た
（
28
）

。

（
三
）
朝
憲
紊
乱
へ
の
階
梯

フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
講
義
が
、
第
九
一
条
「
公
民
若
ハ
住
民
ヲ
シ
テ
武
装
セ
シ
メ
又
ハ
互
ニ
武
器
ヲ
執
ラ
シ
メ
以
テ
内
乱
ヲ
惹
起
ス
ル
ヲ

目
的
ト
シ
又
ハ
一
乃
至
数
個
市
町
村
ニ
於
テ
侵
略
、
殺
戮
若
ハ
掠
奪
ヲ
為
ス
ヲ
目
的
ト
ス
ル
危
害
ハ
死
刑
ニ
処
ス
」
に
及
ぶ
と
、
第
八
七

条
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
た
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
第
九
一
条
は
「
其
主
意
最
も
広
し
」
と
し
て
、
国
民
の
宗
教
上
の
争
乱
や
、
議
院

設
立
の
た
め
の
紛
擾
な
ど
を
例
に
あ
げ
た
。
編
纂
委
員
が
地
方
住
民
が
賦
税
の
適
否
を
論
じ
て
一
揆
を
起
し
た
場
合
も
第
九
一
条
の
内
乱

の
う
ち
に
入
る
の
か
と
き
く
と
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
そ
れ
は
前
段
で
な
く
、
後
段
の
一
個
な
い
し
数
個
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
箇
所
に
あ
た
る

と
答
え
た
の
で
あ
る
（
29
）

。

そ
の
後
、
草
案
編
纂
の
さ
い
、
編
纂
委
員
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
、
第
二
章
（
外
患
罪
）
に
続
き
、
天
皇
の
主
権
に
対
す
る
内
乱
と
は
別

に
、
第
三
章
と
し
て
そ
の
他
の
内
乱
の
条
文
を
お
く
こ
と
を
求
め
た
。
編
纂
委
員
は
佐
賀
の
乱
や
神
風
連
の
乱
の
類
い
を
想
定
し
、
減
税

一
揆
や
地
租
改
正
反
対
一
揆
を
内
乱
と
同
列
に
扱
う
の
は
過
酷
だ
と
主
張
し
た
（
30
）

。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
こ
れ
を
考
慮
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス

刑
法
第
九
一
条
に
倣
い
原
案
を
作
成
し
た
。
こ
の
原
案
を
審
議
し
て
作
成
さ
れ
た
第
二
案
を
、
第
一
稿
の
各
則
第
三
章
と
し
た
。
第
三
章

の
中
心
は
、
第
一
三
四
条
「
院
省
地
方
各
官
署
ノ
権
ヲ
傾
覆
若
ク
ハ
変
乱
シ
又
ハ
各
官
署
ノ
布
令
ヲ
廃
シ
若
ク
ハ
中
止
セ
シ
ム
ル
ノ
目
的

ヲ
以
テ
内
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
者
ハ
軽
流
ニ
処
ス
」
の
規
定
で
あ
る
（
31
）

。
こ
の
院
は
太
政
官
の
正
院
を
い
う
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
刑
法
草
案
第
一
稿
の
見
直
し
の
さ
い
、
編
纂
委
員
は
第
一
二
〇
条
を
、
こ
の
第
一
三
四
条
と
併
せ
て
別
の
章
に

お
く
こ
と
を
き
め
た
。
そ
の
上
で
、
編
纂
委
員
は
、
第
一
二
〇
条
の
表
現
を
み
て
「
日
本
の
コ
ン
ス
チ
ヽ
ー
シ
ヨ
ン
に
対
し
た
る
国
賊
は

一
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
一
八
六
）

第
百
三
十
四
条
の
一
地
方
一
部
落
に
限
り
た
る
内
乱
に
あ
ら
す
。
即
不
庭
（
逞
）
の
徒
に
て
日
本
の
朝
憲
を
紊
乱
す
る
も
の
な
り
。
故
に

此
第
百
二
十
条
の
罪
に
入
れ
て
論
せ
さ
る
を
得
さ
る
へ
し
。
然
る
に
其
明
文
な
し
」
と
か
「
一
体
此
第
百
二
十
条
の
皇
室
を
顛
覆
し
又
は

皇
権
を
拒
絶
し
云
々
の
罪
は
全
く
日
本
国
一
般
の
政
体
に
関
す
る
罪
な
り
。
故
に
朝
憲
を
紊
乱
す
る
と
か
又
建
国
法
を
紊
乱
す
る
と
か
の

主
意
を
示
す
へ
き
適
当
の
語
を
用
ひ
ん
こ
と
を
要
す
」
と
か
主
張
し
て
、
書
法
を
修
正
す
る
よ
う
求
め
た
（
32
）

。

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
日
本
に
は
建
国
法
が
な
く
「
其
建
国
法
の
有
無
に
拘
わ
ら
す
広
く
係
る
へ
き
為
め
、
矢
張
皇
権
を
拒
絶
し
若
し
く
は

減
殺
す
る
と
記
す
る
方
宜
し
か
ら
ん
」
と
諭
し
た
が
、
編
纂
委
員
は
そ
れ
で
は
日
本
人
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
か
ら
「
日
本
文
に
て
は
朝
憲

を
紊
乱
す
る
と
か
又
は
蔑
如
す
る
と
か
記
せ
ん
と
す
」
と
強
く
主
張
し
た
。
結
局
、
通
訳
の
名
村
泰
蔵
が
仏
文
は
そ
の
ま
ま
に
し
、
和
文

を
朝
憲
蔑
如
（
蔑
如
の
字
は
其
字
義
軽
き
に
失
せ
ん
と
す
れ
と
も
先
つ
仮
り
に
）
と
記
す
こ
と
に
収
め
た
の
で
あ
る
（
33
）

。

蔑
如
は
蔑
む
、
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
で
、
朝
憲
の
蔑
如
は
朝
憲
を
憚
ら
な
い
こ
と
だ
か
ら
、
朝
憲
蔑
如
は
朝
憲
を
乱
す
朝
憲
紊
乱

と
さ
し
た
る
違
い
は
な
い
。
江
戸
幕
府
は
、
政
治
犯
を
「
公
儀
を
恐
れ
ざ
る
致
し
方
」
と
し
て
処
罰
し
た
（
34
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
明
治
政
府

は
、
公
卿
の
政
府
顛
覆
の
企
て
や
不
平
士
族
の
反
乱
を
「
朝
憲
を
憚
ら
ざ
る
」
所
業
と
し
て
処
罰
し
、
さ
ら
に
は
百
姓
一
揆
や
紙
幣
贋
造

も
同
じ
く
「
朝
憲
を
憚
ら
ざ
る
」
所
業
と
し
て
処
罰
し
た
（
35
）

。

第
一
稿
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
の
は
、
明
治
一
〇
年
上
期
で
あ
る
。
司
法
卿
の
大
木
喬
任
が
「
臨
時
暴
徒
処
分
例
」
を
も
ち
、
属
僚
を

率
い
て
西
国
へ
下
り
、
そ
の
指
揮
の
下
、
各
臨
時
裁
判
所
で
神
風
連
の
乱
、
秋
月
の
乱
、
萩
の
乱
を
処
断
し
て
き
て
、
数
カ
月
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
「
臨
時
暴
徒
処
分
例
」
は
、
第
一
条
で
「
朝
憲
ヲ
紊
乱
セ
ン
コ
ト
ヲ
企
テ
兵
器
ヲ
弄
シ
衆
ヲ
聚
メ
以
テ
官
兵
ニ
抵
抗
シ
及
ヒ

官
兵
ヲ
殺
傷
セ
シ
ム
ル
者
首
及
ヒ
従
ト
雖
モ
首
ト
同
ク
画
策
ヲ
主
（
つ
か
さ
）
ト
ル
者
、
斬
」
と
定
め
た
（
36
）

。
こ
の
処
分
例
は
、
愛
宕
通
旭

ら
の
陰
謀
や
江
藤
新
平
ら
の
挙
兵
と
い
う
国
事
犯
（
政
治
犯
）
の
事
例
と
朝
憲
紊
乱
の
語
を
結
び
つ
け
た
も
の
で
、
第
一
稿
の
見
直
し
の

一
二



近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
（
新
井
）

（
一
八
七
）

さ
い
も
、
九
州
臨
時
裁
判
所
や
そ
の
出
張
所
で
裁
判
の
準
則
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
編
纂
委
員
と
し
て
は
、
不
逞
の
徒

の
処
分
例
第
一
条
の
文
頭
を
刑
法
草
案
の
第
一
二
〇
条
に
も
っ
て
く
れ
ば
、
そ
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
、
と

い
う
話
で
あ
る
。

修
正
さ
れ
た
は
ず
の
第
一
二
〇
条
は
、
校
正
第
一
案
の
第
一
三
三
条
で
あ
る
。
同
条
の
構
成
要
件
は
「
本
朝
ヲ
顛
覆
シ
又
日
本
管
内
ニ

於
テ
皇
権
ヲ
拒
絶
シ
又
天
皇
ノ
特
権
ヲ
減
損
シ
又
皇
嗣
ノ
順
序
ヲ
紊
乱
ス
ル
ヲ
内
乱
ノ
目
的
ト
ナ
シ
タ
ル
重
罪
」
で
あ
る
。
何
か
手
違
い

が
あ
っ
た
ら
し
く
、
こ
れ
は
前
の
第
一
二
〇
条
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
編
纂
委
員
は
皇
権
の
拒
絶
と
天
皇
特
権
の
減
損
の
二
つ
を

併
せ
て
朝
憲
の
蔑
如
と
記
す
よ
う
求
め
た
（
37
）

。
二
つ
の
区
別
が
は
っ
き
り
し
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
こ
れ
に
答
え
て
、
オ
ト
リ
テ
（
権
力
）
と
プ
レ
ロ
ガ
チ
ー
ブ
（
特
権
）
は
区
別
が
明
ら
か
で
あ
り
、
前
者
は
日
本
の

土
地
の
一
部
を
占
拠
し
て
皇
権
を
拒
絶
す
る
類
い
を
い
う
し
、
後
者
は
こ
れ
ま
で
天
皇
に
属
し
た
議
員
（
元
老
院
議
官
？
）
選
挙
や
条
約

改
正
の
特
権
を
減
損
し
て
行
わ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
類
い
を
い
う
と
説
明
し
た
。
し
か
し
、
編
纂
委
員
は
な
お
「
其
二
事
を
特
書
す
れ
は

各
特
別
に
示
す
訳
な
れ
と
も
、
仮
令
特
書
せ
さ
る
と
も
日
本
文
に
て
朝
憲
云
々
と
記
す
る
時
は
、
右
二
事
の
主
意
に
係
る
は
勿
論
、
国
事

犯
中
何
事
に
も
通
し
用
ゆ
へ
き
の
便
利
あ
ら
ん
と
す
」
と
主
張
し
た
（
38
）

。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
再
び
こ
れ
に
答
え
て
、
皇
権
の
拒
絶
は
ド
イ
ツ

刑
法
第
八
一
条
第
四
項
の
記
す
「
領
地
の
全
部
又
は
一
部
を
非
理
に
云
々
領
せ
し
め
ん
と
し
た
る
」
と
い
う
主
意
と
同
じ
だ
と
説
明
し
た

た
め
、
編
纂
委
員
は
第
一
三
三
条
の
和
文
を
「
国
家
ヲ
顛
覆
シ
邦
土
ヲ
僣
窃
シ
其
他
朝
憲
ヲ
蔑
如
シ
若
シ
ク
ハ
皇
嗣
ノ
順
序
ヲ
紊
乱
ス
ル

コ
ト
ヲ
目
的
ト
為
シ
」
と
記
す
こ
と
と
し
て
、
同
条
に
関
す
る
議
論
を
決
着
さ
せ
た
の
で
あ
る
（
39
）

。

一
方
、
校
正
第
一
案
の
第
一
三
四
条
「
官
（
こ
の
官
は
括
弧
の
中
に
記
さ
れ
る
）
院
省
地
方
各
官
署
ノ
権
又
ハ
其
長
官
ヲ
顛
覆
シ
又
ハ

変
更
シ
又
ハ
其
官
署
ニ
於
テ
政
事
上
又
ハ
行
政
上
ニ
付
処
分
シ
タ
ル
法
度
ヲ
廃
止
又
ハ
中
止
ス
ル
ヲ
目
的
ト
ナ
シ
内
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
者
ハ

一
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
一
八
八
）

前
条
ニ
記
載
シ
タ
ル
区
別
ニ
従
ヒ
各
々
一
等
ヲ
減
ス
」
に
つ
い
て
、
編
纂
委
員
は
、
官
署
の
権
を
修
正
し
な
い
と
、
第
一
三
三
条
の
朝
憲

蔑
如
と
区
別
し
に
く
い
と
指
摘
し
た
（
40
）

。
こ
れ
は
、
あ
る
い
は
、
太
政
官
（
明
治
一
〇
年
一
月
正
院
の
称
の
廃
止
）
を
は
じ
め
中
央
官
署
の

権
力
の
顛
覆
と
、
前
条
の
朝
憲
蔑
如
の
区
別
を
懸
念
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
編
纂
委
員
は
「
然
し
日
本
文
の
朝
憲
蔑
如
の
語
は

所
謂
不
応
為
の
罪
名
と
同
し
く
国
事
犯
中
何
事
に
も
通
し
用
ゆ
へ
き
も
の
な
れ
は
、
到
底
其
区
別
を
為
し
難
し
。
故
に
之
れ
は
裁
判
官
の

監
定
に
任
せ
置
く
へ
し
」
と
い
っ
て
（
41
）

、
朝
憲
蔑
如
の
語
が
不
応
為
（
情
理
に
お
い
て
為
す
を
得
べ
か
ら
ざ
る
の
こ
と
）
と
同
じ
く
、
内
容

が
確
定
さ
れ
な
い
一
般
条
項
と
し
て
の
利
便
性
を
も
つ
、
と
い
う
認
識
を
口
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
内
乱
罪
の
条
文
の
内
容
が
固
ま
っ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
一
つ
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
繰
り
返
し
に

な
る
が
、
編
纂
委
員
が
朝
憲
（
紊
乱
・
蔑
如
）
の
語
を
「
コ
ン
ス
チ
ヽ
ー
シ
ヨ
ン
」
や
「
建
国
法
」
と
同
義
の
も
の
と
し
て
刑
法
草
案
に

も
ち
こ
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
朝
憲
蔑
如
の
語
の
使
い
勝
手
の
よ
さ
を
認
識
し
て
も
ち
こ
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ

で
い
て
、
刑
法
草
案
第
二
稿
（
明
治
一
〇
年
六
月
成
稿
）
の
見
直
し
の
さ
い
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
「
此
第
百
三
十
三
条
中
『
朝
憲
ヲ
蔑
如

シ
』
の
語
は
或
ひ
は
例
へ
は
百
姓
一
揆
の
如
き
小
事
に
も
係
る
に
似
た
り
」
と
い
う
と
、
編
纂
委
員
は
「
然
し
日
本
文
に
て
朝
憲
の
字
は

小
事
に
迄
係
る
へ
き
意
味
に
あ
ら
す
。
故
に
仏
文
の
適
訳
に
は
あ
ら
さ
れ
と
も
先
つ
此
語
の
外
恰
好
の
字
面
な
き
を
如
何
せ
ん
」
と
一
蹴

し
た
（
42
）

。
こ
れ
は
、
実
は
、
そ
れ
ま
で
政
府
が
百
姓
一
揆
を
あ
る
い
は
朝
廷
を
憚
ら
ず
、
あ
る
い
は
朝
憲
を
憚
ら
ず
と
し
て
断
罪
し
て
き
た

事
実
に
反
し
て
い
た
。

（
四
）
旧
刑
法
の
成
立
と
条
文
の
確
定

話
の
順
序
が
逆
に
な
っ
た
が
、
編
纂
委
員
が
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
と
も
に
刑
法
草
案
第
一
稿
を
編
纂
し
た
の
が
明
治
九
年
一
二
月
、
刑
法

一
四



近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
（
新
井
）

（
一
八
九
）

草
案
第
二
稿
を
編
纂
し
た
の
が
翌
一
〇
年
六
月
。
編
纂
委
員
が
確
定
稿
た
る
「
日
本
刑
法
草
案
」
を
纏
め
、
編
纂
委
員
・
司
法
大
書
記
官

鶴
田
皓
の
名
で
司
法
卿
の
大
木
喬
任
に
提
出
し
た
の
が
、
明
治
一
〇
年
一
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
刑
法
草
案
中
、
第
二
編
の
必
要
な

箇
所
は
次
の
よ
う
で
あ
る
（
43
）

。

○
日
本
刑
法
草
案

　
　
　

第
一
章　

天
皇
ノ
身
体
ニ
対
ス
ル
罪

第
百
三
十
一
条　

天
皇
皇
后
及
ヒ
皇
太
子
ノ
身
体
ニ
対
シ
タ
ル
犯
罪
ハ
子
孫
其
祖
父
母
父
母
ノ
身
体
ニ
対
シ
テ
犯
シ
タ
ル
重
罪
軽
罪

ニ
同
シ

　
　
　

第
二
章　

内
乱
ニ
関
ス
ル
罪

第
百
三
十
四
条　

国
家
ヲ
顛
覆
シ
又
ハ
邦
土
ヲ
僣
窃
シ
其
他
朝
憲
ヲ
蔑
如
シ
若
ク
ハ
皇
嗣
ノ
順
序
ヲ
紊
乱
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
為
シ

内
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
者
ハ
左
ノ
区
別
ニ
従
テ
処
断
ス

　
　

一　

内
乱
ノ
教
唆
者
及
ヒ
其
首
魁
ハ
無
期
流
刑
ニ
処
シ
五
百
円
以
上
五
千
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

　
　

二
、
三　

略

第
百
三
十
五
条　

略
（
官
省
地
方
各
官
署
の
傾
覆
・
変
更
、
そ
の
長
官
の
黜
除
な
ど
を
目
的
と
す
る
内
乱
）

第
百
三
十
六
条　

略
（
立
法
行
政
官
の
議
事
、
各
裁
判
所
の
審
判
の
妨
害
を
目
的
と
す
る
内
乱
）

（
注
）
第
一
三
五
条
、
第
一
三
六
条
、
ど
ち
ら
も
第
一
三
四
条
の
刑
の
各
一
等
減
。

日
本
刑
法
草
案
を
、
政
府
（
太
政
官
）
は
、
そ
の
頃
の
立
法
諮
問
機
関
た
る
元
老
院
へ
送
る
前
に
、
臨
時
に
部
内
に
刑
法
草
案
審
査
局

を
設
置
し
て
審
査
さ
せ
た
。
国
家
権
力
を
支
え
る
刑
法
の
編
纂
は
大
事
業
で
あ
り
、
加
え
て
西
欧
法
を
模
倣
す
る
初
め
て
の
法
典
だ
っ
た

一
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
一
九
〇
）

か
ら
、
政
府
は
慎
重
を
き
し
た
の
で
あ
る
。
参
議
・
法
制
局
長
官
の
伊
藤
博
文
を
総
裁
と
し
、
審
査
委
員
は
元
老
院
議
官
、
法
制
局
書
記

官
、
司
法
書
記
官
（
纂
集
長
を
務
め
た
鶴
田
皓
を
含
む
）
の
中
か
ら
任
命
し
た
。
審
査
は
長
引
き
、
一
年
六
カ
月
を
費
や
し
た
（
44
）

。

審
査
局
は
審
査
に
入
っ
て
す
ぐ
、
数
点
の
重
要
事
項
を
予
決
問
題
と
し
て
政
府
に
上
申
し
、
そ
の
指
令
を
仰
い
だ
。
明
治
一
一
年
二
月

二
七
日
、
伊
藤
博
文
が
出
局
し
「
上
申
の
件
は
内
閣
よ
り
上
奏
を
経
て
決
定
す
る
こ
と
左
の
如
し
と
口
達
せ
り
。
一
、
皇
室
に
対
す
る
罪

を
設
く
る
こ
と
。
一
、
国
事
犯
の
巨
魁
を
死
刑
に
処
し
刑
名
を
区
別
し
て
設
く
る
こ
と
」
云
々
（
45
）

。
こ
れ
は
、
審
査
委
員
の
一
人
、
村
田
保

の
回
顧
談
の
中
の
記
事
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
現
行
法
た
る
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
に
な
い
大
逆
罪
・
内
乱
罪
を
新
た
に
お
こ
う
と
い
う
の

だ
か
ら
、
天
皇
と
政
府
の
同
意
が
必
要
だ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
大
逆
罪
を
高
々
親
殺
し
と
同
視
し
て
よ
い
の
か
、
内
乱
罪
の
処
分
を
無
期

流
刑
に
止
め
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
問
題
も
あ
っ
た
。
伊
藤
の
口
達
は
後
者
を
死
刑
に
処
せ
、
と
命
じ
て
い
た
。

審
査
局
の
審
査
は
司
法
省
の
刑
法
草
案
編
纂
の
と
き
と
違
い
、
お
そ
ら
く
議
事
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。
修
正
案
は
幾
つ
か
残
さ
れ
て

い
る
。
明
治
一
一
年
一
〇
月
（
？
）
成
稿
の
「
刑
法
草
案
修
正
稿
本
（
46
）

」
は
、
大
逆
罪
と
し
て
第
一
一
六
条
「
至
尊
上
皇
三
宮
及
ヒ
東
宮
ニ

対
シ
危
害
ヲ
加
ヘ
又
ハ
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス
」
を
お
い
た
。
内
乱
罪
と
し
て
第
一
二
一
条
「
政
府
ヲ
顛
覆
シ
又
ハ
邦
土
ヲ

僣
窃
シ
其
他
朝
憲
ヲ
紊
乱
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
為
シ
内
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
者
ハ
左
ノ
区
別
ニ
従
テ
処
断
ス
」
を
お
き
、
第
一
号
「
首
魁
及
ヒ

其
教
唆
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス
」
と
改
め
た
上
で
、
元
の
第
一
三
五
条
、
第
一
三
六
条
（
官
省
地
方
各
官
署
の
傾
覆
・
変
更
な
ど
、
立
法
行
政

官
の
議
事
な
ど
の
妨
害
）
の
条
文
を
削
除
し
た
。

審
査
の
具
体
的
な
内
容
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
審
査
委
員
は
日
本
刑
法
草
案
を
逐
条
審
査
す
る
こ
と
四
回
、
確
定
稿
た
る
「
刑
法
審
査

修
正
案
」
を
纏
め
た
。
刑
法
草
案
審
査
総
裁
・
元
老
院
幹
事
柳
原
前
光
が
太
政
大
臣
の
三
条
実
美
に
提
出
し
た
の
が
、
明
治
一
二
年
六
月

の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
刑
法
草
案
の
全
四
七
八
条
は
圧
縮
さ
れ
て
全
四
三
〇
条
と
な
っ
て
い
た
。
刑
法
審
査
修
正
案
中
、
第
二
編
の
必
要

一
六



近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
（
新
井
）

（
一
九
一
）

な
箇
所
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
（
47
）

。

○
刑
法
審
査
修
正
案

　
　
　

第
一
章　

皇
室
ニ
対
ス
ル
罪

　

第
百
十
六
条　

天
皇
皇
后
及
ヒ
皇
太
子
ニ
対
シ
危
害
ヲ
加
ヘ
又
ハ
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス

　
　
　

第
二
章　

国
事
ニ
関
ス
ル
罪

　
　
　
　

第
一
節　

内
乱
ニ
関
ス
ル
罪

第
百
二
十
一
条　

政
府
ヲ
顛
覆
シ
又
ハ
邦
土
ヲ
僣
窃
シ
其
他
朝
憲
ヲ
紊
乱
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
為
シ
内
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
者
ハ
左
ノ
区

別
ニ
従
テ
処
断
ス

　
　

一　

首
魁
及
ヒ
教
唆
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス

　
　

二
、
三
、
四　

略

（
注
）
第
一
一
六
条
の
「
皇
后
及
ヒ
」
を
元
老
院
が
「
三
后
」
と
直
し
た
以
外
は
、
こ
の
ま
ま
旧
刑
法
の
条
文
と
し
て
確
定
。

政
府
（
太
政
官
）
は
、
明
治
一
三
年
三
月
、
刑
法
審
査
修
正
案
を
元
老
院
の
審
議
に
ふ
し
た
。
元
老
院
は
三
月
、
四
月
、
数
回
の
審
議

を
行
い
、
修
正
ら
し
い
修
正
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
ほ
ぼ
刑
法
審
査
修
正
案
ど
お
り
可
決
し
た
。
そ
の
た
め
、
旧
刑
法
を
考
察
し
よ
う
と

い
う
場
合
、
審
査
局
が
日
本
刑
法
草
案
を
修
正
し
た
箇
所
は
ど
こ
か
、
修
正
し
た
意
味
は
何
か
を
調
べ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
大
逆
罪

は
元
の
殺
親
罪
の
刑
を
死
刑
と
改
め
た
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
、
内
乱
罪
は
、
①
「
国
家
」
の
顛
覆
を
「
政
府
」
の
顛
覆
に
改
め
、
②
朝
憲

の
「
蔑
如
」
を
「
紊
乱
」
に
改
め
た
ば
か
り
か
、
③
末
尾
の
「
皇
嗣
ノ
順
序
ヲ
紊
乱
ス
ル
」
を
削
り
、
④
前
に
み
た
よ
う
に
、
第
一
三
五

条
、
第
一
三
六
条
を
ど
ち
ら
も
削
除
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
修
正
の
意
味
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
し
な
い
（
48
）

。
こ
こ
で

一
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
一
九
二
）

指
摘
し
て
お
く
の
は
、
①
審
査
局
は
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
分
章
を
保
ち
、
内
乱
罪
（
政
治
犯
）
は
首
魁
ら
を
死
刑
に
改
め
な
が
ら
、
大
逆

罪
（
通
常
犯
）
と
区
別
し
て
他
の
者
に
流
刑
や
禁
獄
を
科
し
て
い
る
こ
と
、
②
審
査
局
は
第
一
三
五
条
、
第
一
三
六
条
を
削
除
す
る
一
方

で
、
第
三
章
静
謐
を
害
す
る
罪
の
第
一
節
と
し
て
兇
徒
聚
衆
の
罪
の
三
箇
条
を
お
い
た
こ
と
、
こ
れ
ら
二
点
で
あ
る
。
こ
の
兇
徒
聚
衆
罪

と
い
う
の
は
、
近
代
刑
法
学
の
い
う
騒
擾
罪
で
あ
る
。

（
11
） 

天
皇
に
対
す
る
罪
の
創
定
を
き
め
た
後
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
未
遂
犯
・
欠
効
犯
の
減
刑
を
い
い
は
っ
て
譲
ら
ず
、
既
遂
犯
と
同
じ
死
刑
を
主
張

す
る
編
纂
委
員
と
対
立
し
た
。
新
井
勉
「
明
治
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
と
内
乱
罪
の
分
離
」（
日
本
法
学
第
七
二
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
六
年
）
四
七

〜
四
九
頁
。

（
12
） 

早
稲
田
大
学
鶴
田
文
書
研
究
会
編
『
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
』
第
二
巻
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
七
年
）
四
九
三
〜
四
九
四
頁
。

（
13
） 

注（
12
）五
〇
〇
〜
五
〇
一
頁
。

（
14
） 

注（
12
）五
〇
〇
頁
。

（
15
） 

注（
12
）五
一
八
〜
五
一
九
頁
。

（
16
） 

注（
12
）五
五
五
〜
五
五
六
頁
。

（
17
） 

フ
ラ
ン
ス
の
一
八
一
〇
年
刑
法
は
、
第
八
六
条
皇
帝
に
対
す
る
大
逆
罪
に
並
び
、
第
八
七
条
に
政
府
の
顛
覆
・
皇
位
継
承
順
序
の
変
更
・
皇
帝

権
力
へ
の
反
抗
を
目
的
と
す
る
皇
族
に
対
す
る
危
害
の
罪
を
お
い
た
。
一
八
三
二
年
の
改
正
法
が
、
第
八
六
条
に
国
王
に
対
す
る
大
逆
罪
と
併
せ
て

皇
族
に
対
す
る
危
害
罪
を
お
き
、
第
八
七
条
に
皇
族
危
害
罪
か
ら
切
り
離
し
た
形
で
、
政
府
顛
覆
・
王
位
継
承
順
序
変
更
・
王
権
へ
の
反
抗
を
内
容

と
す
る
内
乱
罪
を
お
い
た
（
中
村
・
前
掲
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
事
法
典
史
料
集
成
』
一
八
七
〜
一
八
八
頁
）。

（
18
） 

注（
12
）四
九
八
〜
五
〇
〇
頁
。

（
19
） 

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
「
仏
国
刑
法
会
議
筆
記
」
一
六
六
頁
。
こ
れ
は
、
明
治
八
年
九
月
二
五
日
の
講
義
で
、
西
原
春
夫
ら
編
『
旧
刑
法
（
明
治
13

年
）
①
』（
信
山
社
・
日
本
立
法
資
料
全
集
、
一
九
九
四
年
）
所
収
。
通
訳
は
名
村
泰
蔵
。

一
八



近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
（
新
井
）

（
一
九
三
）

（
20
） 

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
ク
リ
ム
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
と
い
い
、
そ
れ
を
通
訳
が
国
事
犯
と
訳
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
新
井
勉
「
近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆

罪
の
罪
質
に
つ
い
て
」（
日
本
法
学
第
七
五
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
九
年
）
九
頁
以
下
。

（
21
） 
注（
19
）二
四
八
〜
二
四
九
頁
。
明
治
八
年
一
二
月
一
〇
日
の
講
義
。

（
22
） 
注（
10
）参
照
。
ち
な
み
に
、
政
治
犯
に
つ
い
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
師
た
る
オ
ル
ト
ラ
ン
は
、
政
治
犯
が
法
理
上
犯
罪
と
し
て
成
立
し
な
い
と

い
う
の
で
は
な
い
が
「
往
々
同
一
の
人
に
し
て
囹
圄
よ
り
廟
堂
に
移
り
、
又
廟
堂
よ
り
囹
圄
に
入
る
を
見
る
の
習
慣
は
、
事
実
に
因
り
て
国
事
犯
は

犯
罪
に
あ
ら
す
と
の
論
結
を
甚
た
演
繹
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
な
り
」
と
い
う
。
オ
ル
ト
ラ
ン
・
前
掲
書
、
第
一
帙
下
巻
（
一
九
九
九
年
）
一
二
〇

〜
一
二
一
頁
。

（
23
） 

注（
19
）二
五
〇
〜
二
五
一
頁
。
正
確
に
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
皇
帝
に
対
す
る
ア
タ
ン
タ
（
侵
害
）
を
通
常
犯
だ
と
説
明
す
る
一
方
で
、
国
事

犯
（
政
治
犯
）
だ
と
口
走
っ
た
り
歯
切
れ
が
悪
い
。
通
訳
を
通
す
せ
い
か
、
な
お
さ
ら
わ
か
り
に
く
い
。

（
24
） 

注（
19
）二
五
一
〜
二
五
二
頁
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
し
て
は
、
こ
の
ア
タ
ン
タ
を
通
常
犯
と
も
国
事
犯
と
も
し
な
い
で
、
刑
法
全
体
の
中
で
全
く

別
の
種
類
の
例
外
規
定
と
す
る
、
一
八
五
三
年
当
時
の
少
数
説
が
よ
い
と
い
う
。

（
25
） 

注（
19
）二
六
八
頁
。
明
治
九
年
一
月
二
五
日
の
講
義
。

（
26
） 

注（
25
）と
同
じ
。
中
村
・
前
掲
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
事
法
典
史
料
集
成
』
一
八
八
頁
参
照
。

（
27
） 

注（
12
）五
五
七
〜
五
五
八
頁
。
引
用
中
の
注
（
死
刑
）
は
、
引
用
者
。

（
28
） 

注（
12
）五
五
八
〜
五
五
九
頁
。

（
29
） 

注（
19
）二
七
四
〜
二
七
五
頁
。
明
治
九
年
二
月
五
日
の
講
義
。

（
30
） 

注（
12
）五
九
三
〜
五
九
六
頁
。
編
纂
委
員
は
一
揆
を
内
乱
と
同
列
に
扱
う
の
は
過
酷
（
重
き
に
失
す
る
）
な
が
ら
、
静
謐
を
害
す
る
罪
と
す
る

の
は
軽
き
に
失
す
る
、
と
も
い
う
。

（
31
） 

注（
12
）六
二
六
頁
。

（
32
） 

注（
12
）五
六
一
〜
五
六
二
頁
。

（
33
） 

注（
12
）五
六
二
〜
五
六
三
頁
。
括
弧
の
中
の
（
其
字
義
軽
き
に
失
せ
ん
）
は
、
名
村
の
言
葉
。

一
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
一
九
四
）

（
34
） 

平
松
義
郎
『
江
戸
の
罪
と
罰
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
〇
年
）
九
四
頁
。
原
本
は
一
九
八
八
年
の
発
行
。

（
35
） 

新
井
勉
「
明
治
四
〇
年
刑
法
の
成
立
と
内
乱
罪
」（
日
本
法
学
第
七
三
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
）
一
九
頁
以
下
。

（
36
） 
内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
』
刑
法
門
①
（
原
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
三
七
八
頁
。
臨
時
暴
徒
処
分
例
に
つ
い
て
、
新
井
勉　
「
明
治
前
期

の
叛
逆
に
つ
い
て
」（
政
経
研
究
第
四
九
巻
第
四
号
、
二
〇
一
三
年
）
一
六
頁
以
下
。

（
37
） 

注（
12
）六
三
九
頁
。
実
は
前
回
（
第
一
稿
の
見
直
し
）
の
編
纂
委
員
の
主
張
は
、
和
文
で
、
①
国
家
（
皇
室
）
の
顛
覆
、
②
朝
憲
の
蔑
如
、
③

天
皇
特
権
（
皇
権
？
）
の
拒
絶
ま
た
は
減
殺
、
④
皇
嗣
順
序
の
紊
乱
と
記
す
こ
と
だ
っ
た
（
五
六
三
頁
）
か
ら
、
今
回
③
を
朝
憲
蔑
如
と
記
す
よ
う

求
め
る
の
は
、
前
回
と
大
き
な
ズ
レ
が
あ
る
。

（
38
） 

注（
12
）六
三
九
〜
六
四
〇
頁
。

（
39
） 

注（
12
）六
四
〇
頁
。
仏
文
は
そ
の
ま
ま
だ
か
ら
、
朝
憲
蔑
如
は
結
局
、
仏
文
の
「
天
皇
ノ
特
権
ヲ
減
損
シ
」
に
あ
た
る
。
な
お
、
前
掲
『
刑
法

表
』
を
み
る
と
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
八
一
条
謀
反
大
逆
罪
の
第
四
項
は
「
連
邦
ノ
甲
国
ノ
領
地
ノ
全
部
又
ハ
其
一
部
ヲ
連
邦
ノ
乙
国
ヘ
領
セ
シ
メ
ン
ト

シ
タ
ル
者
」
と
記
さ
れ
、
第
三
項
は
「
連
邦
ノ
領
地
ノ
全
部
又
ハ
其
一
部
ヲ
外
国
政
府
ニ
領
セ
シ
メ
ン
ト
シ
又
ハ
其
領
地
ノ
一
部
ヲ
叛
カ
シ
メ
ン
ト

シ
タ
ル
者
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
一
九
〇
〜
一
九
一
頁
）。
前
者
は
「
又
ハ
甲
国
ノ
領
地
ノ
一
部
ヲ
叛
カ
シ
メ
ン
ト
シ
タ
ル
者
」
と
記
さ
れ
る
は
ず

が
省
略
さ
れ
て
い
る
。

（
40
） 

注（
12
）六
四
一
頁
。

（
41
） 

注（
12
）六
四
一
〜
六
四
二
頁
。

（
42
） 

注（
12
）六
五
八
〜
六
五
九
頁
。

（
43
） 

司
法
省
（
？
）
発
行
の
『
日
本
刑
法
草
案
』
六
一
頁
、
六
二
〜
六
四
頁
。
第
一
三
五
条
の
黜
（
し
り
ぞ
け
る
）
除
は
、
罷
免
と
同
じ
。
ち
な
み

に
、
本
書
は
縦
二
〇
・
七
セ
ン
チ
、
横
一
三
・
七
セ
ン
チ
の
洋
装
版
で
、
目
次
一
〇
頁
、
本
文
二
三
〇
頁
。
発
行
者
・
発
行
年
は
記
載
な
し
。
参
照

に
は
、
前
掲
『
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
』
第
四
巻
（
一
九
七
七
年
）
巻
末
所
収
の
も
の
が
便
利
で
あ
る
。

（
44
） 

司
法
省
刑
事
局
編
「
旧
刑
法
、
治
罪
法
及
旧
刑
事
訴
訟
法
編
纂
沿
革
」
①
（
法
曹
会
雑
誌
第
八
巻
第
八
号
、
一
九
三
〇
年
）
一
一
二
〜
一
一
四

頁
。

二
〇



近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
（
新
井
）

（
一
九
五
）

（
45
） 

村
田
保
「
法
制
実
歴
談
」（
法
学
協
会
雑
誌
第
三
二
巻
第
四
号
、
一
九
一
四
年
）
一
四
三
頁
。

（
46
） 

早
稲
田
大
学
鶴
田
文
書
研
究
会
編
『
刑
法
審
査
修
正
関
係
諸
案
』（
早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
、
一
九
八
四
年
）
六
五
〜
六
七
頁
。

（
47
） 
太
政
官
（
？
）
発
行
の
『
刑
法
審
査
修
正
案
』
四
九
頁
、
五
〇
〜
五
一
頁
。
ち
な
み
に
、
本
書
は
縦
二
〇
・
七
セ
ン
チ
、
横
一
三
・
四
セ
ン
チ

の
洋
装
版
で
、
目
次
一
〇
頁
、
本
文
一
八
一
頁
。
発
行
者
・
発
行
年
は
記
載
な
し
。
参
照
に
は
、
前
掲
『
刑
法
審
査
修
正
関
係
諸
案
』
巻
末
所
収
の

も
の
が
便
利
で
あ
る
。

（
48
） 

内
乱
罪
に
つ
い
て
、
審
査
局
が
日
本
刑
法
草
案
を
修
正
し
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
、
新
井
勉
「
明
治
日
本
に
お
け
る
内
乱
罪

の
誕
生
」（
日
本
法
学
第
七
〇
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
五
年
）
一
五
三
頁
以
下
参
照
。

　

二　

分
離
へ
の
反
発

旧
刑
法
の
編
纂
は
、
司
法
省
の
草
案
編
纂
、
刑
法
草
案
審
査
局
の
審
査
、
お
よ
び
元
老
院
の
審
議
を
へ
て
、
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇

年
）
四
月
、
す
べ
て
終
了
し
た
。
上
奏
を
へ
て
、
七
月
一
七
日
、
政
府
は
こ
れ
を
公
布
し
、
明
治
一
五
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
し
た
の
で

あ
る
。
同
時
に
公
布
し
施
行
し
た
治
罪
法
と
と
も
に
、
西
欧
法
を
模
倣
す
る
初
め
て
の
法
典
で
あ
る
。
こ
の
旧
刑
法
中
、
大
逆
罪
・
内
乱

罪
の
条
文
は
、
前
掲
刑
法
審
査
修
正
案
の
第
一
一
六
条
（
皇
后
及
ヒ
を
三
后
と
直
す
）
お
よ
び
第
一
二
一
条
で
あ
る
。

元
老
院
の
第
一
読
会
で
内
閣
委
員
と
し
て
趣
旨
説
明
を
行
っ
た
村
田
保
は
、
政
府
提
出
案
（
刑
法
審
査
修
正
案
）
に
つ
い
て
「
従
前
の

律
よ
り
は
寛
に
し
て
濫
な
ら
す
、
密
に
し
て
疎
な
ら
す
、
真
に
完
然
無
瑕
と
言
は
さ
る
可
ら
す
」
と
力
説
し
た
（
49
）

。
し
か
し
、
完
全
で
瑕
が

な
い
と
力
説
し
て
も
、
旧
刑
法
は
施
行
し
て
す
ぐ
改
正
論
の
逆
風
に
曝
さ
れ
た
。
早
く
も
明
治
一
五
年
九
月
、
司
法
省
は
、
政
府
（
太
政

官
）
に
実
務
上
の
差
し
支
え
が
少
な
く
な
い
と
し
て
一
部
改
正
案
を
提
出
し
た
（
50
）

。
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

二
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
一
九
六
）

（
一
）
分
章
撤
回
す
る

司
法
省
の
一
部
改
正
案
は
、
旧
刑
法
の
一
〇
数
箇
条
に
つ
い
て
、
修
正
や
加
除
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
未
成
年
者
中
一
六
歳

以
上
も
減
刑
す
る
第
八
一
条
を
削
除
し
、
続
い
て
、
第
二
六
一
条
の
賭
博
罪
の
成
立
を
現
行
犯
か
ら
非
現
行
犯
へ
拡
大
し
、
第
三
八
〇
条

の
強
盗
傷
害
を
無
期
徒
刑
か
ら
死
刑
へ
と
加
重
し
た
。
さ
ら
に
、
第
四
〇
一
条
と
し
て
贓
物
の
出
所
を
証
明
で
き
な
い
者
を
罰
す
る
規
定

を
お
き
、
第
二
編
第
三
章
の
静
謐
を
害
す
る
罪
の
中
に
、
第
一
〇
節
と
し
て
無
頼
お
よ
び
乞
丐
の
罪
を
お
い
た
（
51
）

。

詳
し
い
経
緯
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
と
き
政
府
は
、
こ
の
一
部
改
正
案
を
部
内
で
審
査
さ
せ
た
。
法
制
局
も
（
太
政
官
の
）
法
制
部

も
廃
止
さ
れ
た
か
ら
、
審
査
に
あ
た
る
の
は
参
事
院
し
か
な
い
。
内
局
・
六
部
の
う
ち
、
法
制
部
（
同
じ
名
称
）
で
あ
る
。
明
治
一
五
年

の
暮
れ
か
翌
一
六
年
の
初
め
頃
か
、
法
制
部
は
、
一
部
改
正
案
に
対
す
る
「
太
政
官
調
査
修
正
案
」
を
纏
め
た
（
52
）

。
こ
の
修
正
案
は
、
司
法

省
の
求
め
る
と
こ
ろ
を
基
礎
と
し
、
そ
れ
に
数
倍
す
る
箇
条
の
修
正
や
加
除
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
全
四
三
〇
条
に
及
ぶ

法
典
だ
か
ら
、
な
お
一
部
改
正
案
に
す
ぎ
な
い
。
第
二
編
の
第
一
章
皇
室
に
関
す
る
罪
と
、
第
二
章
国
事
に
関
す
る
罪
の
第
一
節
内
乱
に

関
す
る
罪
は
、
元
ど
お
り
分
章
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
修
正
が
加
わ
っ
た
条
文
を
記
す
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
（
53
）

。

○
太
政
官
調
査
修
正
案

　
　
　

第
一
章　

皇
室
ニ
対
ス
ル
罪

　

第
百
十
六
条　

皇
室
ニ
対
シ
悖
逆
ヲ
謀
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス

　
　

皇
陵
ヲ
毀
壊
シ
タ
ル
者
亦
同
シ

　
　
　

第
二
章　

国
事
ニ
関
ス
ル
罪

　
　
　
　

第
一
節　

内
乱
ニ
関
ス
ル
罪

二
二



近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
（
新
井
）

（
一
九
七
）

第
百
二
十
一
条　

政
体
ヲ
変
更
シ
又
ハ
邦
土
ヲ
僣
窃
シ
其
他
朝
憲
ヲ
紊
乱
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
為
シ
内
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
者
ハ
左
ノ
区

別
ニ
従
テ
処
断
ス

　
　

一　

首
魁
及
ヒ
教
唆
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス

　
　

二
、
三
、
四　

略

法
制
部
は
修
正
案
と
一
緒
に
理
由
書
を
作
成
し
た
。
第
一
一
六
条
の
修
正
理
由
は
「
原
文
天
皇
三
后
皇
太
子
に
対
し
危
害
を
加
へ
又
は

加
へ
ん
と
し
た
る
者
云
々
と
あ
る
は
、
特
に
玉
体
に
対
し
奉
り
危
害
の
所
業
を
為
し
た
る
者
の
如
く
見
ゆ
る
の
み
な
ら
す
、
天
皇
に
対
し

危
害
を
加
ふ
云
々
の
文
字
は
古
典
に
曽
て
見
さ
る
所
」
だ
か
ら
、
天
皇
・
三
后
・
皇
太
子
の
語
を
皇
室
に
改
め
、
さ
ら
に
「
原
文
は
危
害

を
加
へ
奉
ら
ん
と
し
た
る
者
に
し
て
始
め
て
罰
あ
る
か
如
く
、
其
権
衡
を
得
た
る
者
に
あ
ら
さ
る
」
か
ら
、
危
害
を
加
え
云
々
も
（
悖
逆

を
）
謀
る
と
改
め
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
54
）

。
そ
の
権
衡
と
い
う
の
は
、
旧
法
（
反
を
謀
る
だ
け
で
極
刑
に
処
す
る
謀
反
）
に
お
け
る
権
衡

の
こ
と
を
い
う
。

第
一
二
一
条
の
修
正
理
由
を
み
る
と
、
政
府
を
顛
覆
し
と
あ
る
の
を
政
体
を
変
更
し
と
改
め
る
の
は
「
太
政
官
は
即
ち
天
皇
臨
御
万
揆

を
親
裁
し
賜
ふ
所
に
し
て
、
天
皇
の
政
府
な
り
。
其
政
府
を
顛
覆
せ
ん
と
謀
る
者
は
、
即
ち
第
百
十
六
条
皇
室
に
対
し
て
悖
逆
を
謀
る
者

と
す
。
故
に
惟
た
内
閣
の
組
織
を
一
変
せ
ん
と
す
る
如
き
政
治
上
の
犯
罪
に
係
る
者
は
政
体
を
変
更
す
る
者
と
為
し
、
宜
く
此
条
を
以
て

論
す
可
き
な
り
。
但
政
体
を
変
更
せ
ん
と
謀
る
も
其
目
的
共
和
政
治
に
在
る
者
の
如
き
は
、
即
ち
皇
室
に
対
し
て
悖
逆
を
謀
る
者
を
以
て

論
す
可
し
」
と
い
う
の
で
あ
る
（
55
）

。
す
な
わ
ち
、
政
体
の
変
更
と
改
め
る
こ
と
に
よ
り
、
第
一
一
六
条
は
君
主
の
身
（
大
逆
）
や
位
（
君
主

制
や
君
主
の
政
府
）
に
対
す
る
謀
反
、
第
一
二
一
条
は
単
な
る
政
治
上
の
犯
罪
、
と
し
て
分
離
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

参
事
院
の
法
制
部
が
太
政
官
調
査
修
正
案
を
纏
め
る
さ
い
、
お
そ
ら
く
井
上
毅
（
法
制
部
議
官
兼
内
閣
書
記
官
長
）
が
中
心
的
な
働
き

二
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
一
九
八
）

を
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
井
上
が
、
同
僚
で
木
下
犀
潭
塾
同
門
の
鶴
田
皓
（
司
法
部
議
官
・
部
長
）
と
旧
刑
法
の
改
正
に
つ
い
て
意
見

を
交
わ
し
た
の
は
、
明
治
一
五
年
一
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
刑
法
案
や
刑
法
改
正
案
が
提
出
さ
れ
た
さ
い
、
こ
れ
を
審
査
す
る
の
は
法
制

部
の
担
当
な
が
ら
、
総
会
議
に
か
か
る
こ
と
を
予
想
す
る
と
、
鶴
田
へ
根
回
し
が
必
要
だ
っ
た
。

井
上
は
、
改
正
意
見
を
二
通
記
し
、
鶴
田
へ
送
付
し
た
。
一
通
目
は
、
新
刑
法
（
旧
刑
法
を
い
う
）
は
詳
密
本
元
に
し
て
千
載
の
大
典

な
が
ら
名
分
と
倫
理
を
怱
略
（
粗
略
？
）
に
し
、
名
分
に
つ
い
て
は
四
点
で
誤
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
①
古
律
は
謀
反
や
謀
大
逆
を
予
謀

の
と
き
誅
鋤
す
る
（
殺
し
つ
く
す
）
が
、
新
刑
法
の
第
一
一
六
条
は
天
皇
・
三
后
・
皇
太
子
に
対
し
危
害
を
加
え
、
加
え
ん
と
し
た
る
者

と
い
っ
て
、
そ
の
危
害
を
謀
る
者
を
罰
し
な
い
。
②
古
律
の
謀
大
逆
た
る
、
宮
闕
（
皇
居
）
を
破
り
放
火
す
る
罪
を
掲
げ
な
い
。
③
大
宝

律
の
大
不
敬
に
し
て
死
刑
に
処
す
る
、
乗
輿
（
天
皇
を
い
う
）
を
指
斥
（
非
難
）
し
情
理
切
害
な
り
と
い
う
条
文
を
掲
げ
ず
、
漠
然
た
る

不
敬
条
を
お
き
、
重
禁
錮
に
処
す
る
に
止
ま
る
。
④
宮
禁
の
尊
厳
は
直
指
せ
ず
、
宮
闕
や
乗
輿
な
ど
と
言
葉
を
婉
曲
に
す
る
の
が
人
臣
の

礼
で
あ
る
。
第
一
一
六
条
は
天
皇
を
危
害
す
る
、
な
ど
と
古
典
に
見
ざ
る
文
字
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
立
憲
国
に
於
て
天
子
神
聖

之
主
義
に
も
あ
ら
ず
」
と
い
う
の
で
あ
る
（
56
）

。

二
通
目
は
、
旧
刑
法
の
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
分
置
に
つ
い
て
、
甲
乙
二
案
を
示
し
「
元
来
皇
室
に
対
す
る
罪
と
内
乱
と
を
分
割
し
た
る

は
共
和
主
義
之
精
神
に
し
て
甚
た
我
国
体
に
適
当
せ
ず
と
存
候
。
彼
の
仏
国
刑
法
に
皇
帝
を
干
犯
す
る
者
を
国
事
犯
に
混
し
た
る
は
彼
国

理
論
家
之
満
足
せ
ざ
る
所
に
し
て
、
日
本
刑
法
は
即
ち
仏
国
理
論
家
を
し
て
厭
足
せ
し
む
る
も
我
国
之
瑕
疵
な
る
哉
如
何
せ
ん
」
と
主
張

し
て
い
る
（
57
）

。
こ
れ
ら
二
案
は
次
の
よ
う
で
あ
る
（
58
）

。

○
甲
案

　

此
度
之
改
正
ニ
於
而
、
皇
室
ニ
対
ス
ル
罪
ト
内
乱
ノ
罪
ヲ
合
セ
、
左
之
大
意
を
以
而
案
ヲ
立
ツ
。

二
四



近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
（
新
井
）

（
一
九
九
）

　
　

凡
ソ
朝
憲
ヲ
紊
乱
シ
宮
闕
ヲ
干
犯
シ
悖
逆
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
謀
リ
及
乗
輿
ヲ
指
斥
シ
情
理
切
害
ナ
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス

　
　

本
条
ノ
罪
ヲ
犯
ス
者
ハ
期
満
免
除
并
宥
恕
軽
減
ノ
例
ニ
非
ラ
ズ

○
乙
案

　
　

│
条　

宮
闕
ヲ
干
犯
シ
悖
逆
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
謀
リ
及
乗
輿
ヲ
指
斥
シ
情
理
切
害
ナ
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス

　
　
　
　
　

本
条
云
々
、
同
甲
案

　
　

│　
　

不
敬
ノ
刑
ヲ
重
罪
ト
ス

　
　

│　
　

朝
憲
ヲ
紊
乱
シ
内
乱
ヲ
興
ス
コ
ト
ヲ
謀
ル
者
ハ
死

　

右
両
案
中
御
取
捨
奉
仰
候
。
何
分
今
日
之
刑
法
ハ
不
安
之
物
な
る
ハ
只
此
一
点
ニ
有
之
歟
ニ
候
ヘ
ハ
、
御
熟
考
奉
万
冀
候
。

井
上
は
、
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
分
置
を
「
共
和
主
義
之
精
神
に
し
て
」
国
体
に
あ
わ
な
い
と
い
う
。
甲
案
は
、
律
の
謀
反
と
同
じ
よ
う

に
、
二
つ
を
「
悖
逆
ヲ
行
フ
コ
ト
」
を
謀
る
と
し
て
一
条
に
包
摂
す
る
も
の
で
あ
る
。
乙
案
は
「
悖
逆
ヲ
行
フ
コ
ト
」
を
謀
る
罪
、
不
敬

罪
、
お
よ
び
「
朝
憲
ヲ
紊
乱
シ
内
乱
ヲ
興
ス
コ
ト
ヲ
謀
ル
」
罪
を
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
箇
条
と
し
て
お
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
甲
乙
二
案

ど
ち
ら
も
、
期
満
免
除
（
刑
の
時
効
）
も
、
宥
恕
減
軽
（
未
成
年
者
）
も
認
め
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

井
上
は
、
一
通
目
を
、
右
は
「
先
日
匆
々
中
反
覆
熟
議
之
時
を
失
ひ
遺
憾
奉
存
候
に
付
、
猶
楮
上
に
托
し
縷
陳
仕
候
間
更
に
奉
仰
賢
慮

候
」
と
結
ん
だ
。
井
上
が
二
通
を
鶴
田
へ
送
付
し
た
の
は
、
御
用
納
め
の
後
寸
暇
を
え
た
一
二
月
三
〇
日
の
こ
と
で
あ
る
。
先
日
匆
々
中

反
覆
熟
議
の
時
を
失
っ
た
と
記
し
た
の
は
、
あ
る
い
は
、
法
制
部
が
太
政
官
調
査
修
正
案
を
纏
め
た
と
き
の
事
情
を
ふ
り
返
っ
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
修
正
案
の
成
立
時
期
は
、
お
そ
ら
く
明
治
一
五
年
暮
れ
で
あ
る
。

し
か
し
、
修
正
案
は
、
第
一
一
六
条
を
改
め
、
①
予
謀
の
段
階
で
罰
し
、
④
宮
禁
の
尊
厳
を
保
ち
、
③
第
一
一
七
条
の
不
敬
罪
に
一
項

二
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
〇
〇
）

を
加
え
、
こ
れ
を
第
一
項
「
皇
室
ヲ
指
斥
シ
情
理
切
害
ナ
ル
者
ハ
無
期
徒
刑
ニ
処
ス
」
と
す
る
一
方
、
元
の
条
文
を
「
皇
室
ニ
対
シ
不
敬

ノ
所
為
ア
ル
者
ハ
軽
懲
役
ニ
処
シ
其
情
軽
キ
者
ハ
三
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
処
ス
」
と
改
め
、
第
二
項
へ
回
し
た
（
59
）

。
井
上
が
そ
れ

を
承
知
で
改
正
を
力
説
す
る
の
は
、
何
か
不
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、
井
上
が
鶴
田
と
意
見
を
交
換
し
た
後
で
、
法
制
部
は
右
の
乙
案

の
線
で
修
正
案
を
纏
め
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
場
合
は
、
修
正
案
の
成
立
時
期
は
、
明
治
一
六
年
初
め
頃
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の

時
点
で
、
鶴
田
が
甲
案
に
同
意
す
る
の
を
渋
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。

○
太
政
官
調
査
修
正
案
、
続
き

　

第
百
十
七
条　

皇
室
ヲ
指
斥
シ
情
理
切
害
ナ
ル
者
ハ
無
期
徒
刑
ニ
処
ス

　
　

皇
室
ニ
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者
ハ
軽
懲
役
ニ
処
シ
其
情
軽
キ
者
ハ
三
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
処
ス

　
　

皇
陵
ニ
対
シ
タ
ル
罪
亦
同
シ

井
上
は
、
同
じ
頃
「
第
二
編
第
一
章
第
二
章
改
正
の
議
」
と
題
す
る
覚
書
を
作
成
し
た
。
井
上
は
、
こ
の
覚
書
の
中
で
皇
室
に
対
す
る

罪
と
国
事
犯
を
二
分
す
る
の
は
「
実
に
建
国
の
大
義
に
乖
き
、
立
憲
の
主
義
に
戻
（
悖
）
り
、
将
来
永
遠
に
国
体
と
相
矛
盾
し
、
不
軌
の

徒
を
し
て
口
実
を
藉
り
、
邪
説
の
資
と
為
す
こ
と
を
得
せ
し
め
ん
と
す
」
と
論
じ
、
こ
れ
は
断
じ
て
改
め
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
と
大
書

し
た
（
60
）

上
で
、
理
由
を
詳
論
し
て
い
る
。

理
由
は
四
つ
あ
る
。
①
第
一
二
一
条
の
政
府
は
天
皇
の
政
府
に
し
て
、
邦
土
は
天
皇
の
邦
土
、
朝
憲
は
天
皇
の
朝
憲
で
あ
る
が
、
こ
れ

を
内
乱
罪
と
し
て
皇
室
に
対
す
る
罪
と
し
な
い
の
は
、
不
可
の
一
で
あ
る
。
②
各
国
刑
法
は
皆
、
君
主
を
犯
す
罪
と
国
に
背
き
乱
を
な
す

罪
を
同
一
類
と
し
、
一
条
を
以
て
包
括
す
る
も
の
が
あ
る
し
、
条
を
殊
に
し
て
節
を
同
じ
く
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
君
主
の
身
を

危
う
く
す
る
の
と
君
主
の
位
（
現
王
朝
）
を
犯
す
（
攻
撃
す
る
）
の
と
、
悖
逆
た
る
は
同
一
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
政
府
を
顛
覆
し
朝
憲

二
六



近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
（
新
井
）

（
二
〇
一
）

を
紊
乱
す
る
者
を
内
乱
罪
と
し
て
、
皇
室
に
対
す
る
罪
と
は
別
扱
い
す
る
の
が
、
不
可
の
二
で
あ
る
。
③
我
が
国
は
宮
中
・
府
中
と
も
に

一
体
と
な
し
、
皇
室
と
政
府
は
か
つ
て
両
岐
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
将
来
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
も
、
政
府
を
以
て
皇
室
に
属
し
、
政
府

を
以
て
議
院
・
政
党
に
属
せ
ざ
る
べ
き
は
、
不
易
の
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
刑
法
が
政
府
と
皇
室
を
わ
け
、
政
府
顛
覆
を
内
乱
罪
と

し
て
、
こ
れ
を
皇
室
を
干
犯
す
る
罪
と
し
な
い
の
は
、
不
可
の
三
で
あ
る
。
④
内
乱
と
は
両
党
が
相
戦
う
名
称
で
あ
り
、
旧
法
で
は
臣
民

に
し
て
皇
室
や
政
府
を
犯
す
者
を
反
逆
と
す
る
。
今
皇
室
に
対
す
る
罪
、
す
な
わ
ち
反
逆
罪
と
は
別
に
、
内
乱
罪
を
お
い
て
政
府
を
顛
覆

す
る
罪
人
を
ま
ち
、
不
軌
の
徒
を
し
て
藉
口
し
反
逆
の
名
を
逃
れ
さ
せ
る
の
は
、
不
可
の
四
で
あ
る
（
61
）

。

井
上
は
、
具
体
的
な
改
正
を
提
案
し
て
い
る
。
①
第
一
章
皇
室
に
対
す
る
罪
と
、
第
二
章
国
事
に
関
す
る
罪
の
第
一
節
内
乱
に
関
す
る

罪
を
併
せ
て
一
章
と
し
「
悖
逆
ノ
罪
」
を
お
く
。
②
第
一
一
六
条
を
書
き
換
え
て
「
皇
室
ニ
対
シ
、
悖
逆
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
謀
ル
者
ハ
死
刑

ニ
処
ス
」
と
改
め
る
。
③
同
条
に
「
本
条
ノ
罪
ヲ
犯
ス
者
ハ
、
第
八
十
条
不
論
罪
宥
恕
ノ
例
ヲ
用
ヒ
ズ
」
と
い
う
第
二
項
を
加
え
、
一
六

歳
未
満
の
未
成
年
者
に
つ
い
て
も
減
刑
を
外
す
。
④
第
一
一
七
条
を
書
き
換
え
て
、
第
一
項
「
乗
輿
ヲ
指
斥
シ
、
情
理
切
害
ナ
ル
者
、
及

諸
ロ
悖
逆
ノ
言
ヲ
為
シ
朝
憲
ヲ
蔑
如
ス
ル
者
ハ
有
期
徒
刑
ニ
処
シ
、
其
ノ
教
唆
シ
テ
人
ヲ
惑
ハ
ス
ノ
情
ア
ル
者
ハ
無
期
徒
刑
ニ
処
ス
」
と

改
め
る
ほ
か
、
第
二
項
の
皇
室
に
対
す
る
不
敬
、
第
三
項
の
皇
陵
に
対
す
る
不
敬
の
刑
を
加
重
す
る
。
⑤
第
一
二
一
条
に
「
政
体
ヲ
変
壊

シ
、
邦
土
ヲ
僣
窃
シ
、
及
朝
憲
ヲ
紊
乱
ス
ル
コ
ト
ヲ
謀
ル
者
ハ
無
期
流
刑
ニ
処
ス
」
と
い
う
第
一
項
を
加
え
、
そ
の
次
に
「
前
項
ノ
目
的

ヲ
以
テ
兵
乱
ヲ
興
シ
タ
ル
者
ハ
左
ノ
区
別
ニ
従
テ
処
断
ス
」
と
い
う
第
二
項
を
お
き
、
そ
の
処
分
例
は
旧
刑
法
と
同
じ
と
す
る
。
⑥
国
事

に
関
す
る
罪
の
第
二
節
外
患
に
関
す
る
罪
を
改
め
「
第
二
章
、
謀
叛
ノ
罪
」
と
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
62
）

。
こ
の
改
正
論
は
、
前
掲
鶴
田

あ
て
乙
案
の
内
容
に
近
く
、
よ
り
詳
細
で
あ
る
。

さ
て
、
明
治
一
六
年
三
、
四
月
頃
か
、
司
法
省
は
、
政
府
（
太
政
官
）
に
、
前
年
九
月
提
出
の
一
部
改
正
案
に
さ
ら
な
る
修
正
・
加
除

二
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
〇
二
）

を
施
し
た
改
正
案
を
提
出
し
た
（
63
）

。
提
出
時
期
は
早
け
れ
ば
二
月
頃
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
改
正
案
は
、
全
四
三
〇
条
の
法
典
中
半
分
の

箇
条
に
修
正
・
加
除
を
施
し
た
上
、
徒
刑
・
流
刑
、
懲
役
・
禁
獄
、
重
禁
錮
・
軽
禁
錮
の
刑
期
を
一
斉
に
延
長
す
る
な
ど
、
い
わ
ば
全
面

改
正
案
と
称
し
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
改
正
案
は
、
第
二
編
の
第
一
章
皇
室
に
対
す
る
罪
と
、
第
二
章
国
事
に
関
す
る
罪
の
第
一
節
内
乱
に
関
す
る
罪
を
併
せ
て
一
章
と

し
、
第
一
章
内
乱
に
関
す
る
罪
を
お
き
、
第
二
章
と
し
て
皇
室
に
対
す
る
不
敬
の
罪
を
お
い
た
。
元
の
第
二
章
の
第
二
節
外
患
に
関
す
る

罪
は
、
名
称
を
保
っ
て
第
三
章
を
た
て
た
。
大
逆
罪
、
内
乱
罪
に
つ
い
て
、
旧
刑
法
に
修
正
が
加
わ
っ
た
条
文
を
記
す
と
、
次
の
よ
う
で

あ
る
（
64
）

。
○
司
法
省
改
正
案

　
　
　

第
一
章　

内
乱
ニ
関
ス
ル
罪

　

第
百
十
七
条　

皇
室
ニ
対
シ
悖
逆
ヲ
謀
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス

　
　

皇
陵
ヲ
毀
壊
シ
タ
ル
者
亦
同
シ

　
　

本
条
ノ
罪
ハ
宥
恕
及
不
論
罪
ノ
例
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
百
十
九
条　

政
体
ヲ
変
更
シ
又
ハ
邦
土
ヲ
僣
窃
シ
其
他
朝
憲
ヲ
紊
乱
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
為
シ
内
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
者
ハ
左
ノ
区
別

ニ
従
テ
処
断
ス

　
　

一
〜
四　

元
の
ま
ま

　
　
　

第
二
章　

皇
室
ニ
対
ス
ル
不
敬
ノ
罪

第
百
三
十
一
条　

皇
室
ニ
対
シ
大
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者
ハ
有
期
徒
刑
ニ
処
シ
其
情
軽
キ
者
ハ
重
懲
役
ニ
処
ス
其
不
敬
ノ
所
為
ニ
係
ル

二
八



近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
（
新
井
）

（
二
〇
三
）

者
ハ
軽
懲
役
ニ
処
シ
其
情
軽
キ
者
ハ
三
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
処
ス

　
　

皇
陵
ニ
対
シ
大
不
敬
若
ク
ハ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者
亦
同
シ

司
法
省
改
正
案
は
、
井
上
が
強
く
非
難
す
る
、
旧
刑
法
の
第
一
章
と
、
第
二
章
第
一
節
の
分
章
を
撤
回
し
た
。
し
か
も
、
第
一
一
七
条

も
、
第
一
一
九
条
も
、
太
政
官
調
査
修
正
案
の
第
一
一
六
条
、
第
一
二
一
条
を
そ
の
ま
ま
転
用
し
た
。
第
一
一
七
条
は
新
た
に
第
三
項
を

追
加
し
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
司
法
省
の
（
旧
）
刑
法
改
正
担
当
者
が
、
参
事
院
法
制
部
か
ら
修
正
案
を
み
せ
ら
れ
、
井
上
の
主
張
を

き
か
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
鶴
田
が
古
巣
司
法
省
の
下
僚
ら
に
指
示
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
司
法
省
改
正

案
に
誤
記
が
な
い
と
す
れ
ば
、
第
一
章
の
名
称
は
、
井
上
が
排
斥
す
る
内
乱
の
罪
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
皇
室
に
対
す
る
不
敬
罪

を
以
て
一
章
を
た
て
る
の
は
、
か
な
り
突
飛
で
あ
る
。

（
二
）
一
章
に
二
節
を
お
く

政
府
（
太
政
官
）
は
、
司
法
省
提
出
の
全
面
改
正
案
を
部
内
で
審
査
さ
せ
た
。
法
制
部
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
明
治
一
六
年
五
月
、
全
面

改
正
案
に
対
す
る
「
太
政
官
再
調
査
案
」
を
纏
め
た
（
65
）

。
そ
し
て
議
官
補
清
浦
奎
吾
、
員
外
議
官
補
名
村
泰
蔵
、
議
官
井
上
毅
、
議
官
鶴
田

皓
、
四
人
の
名
で
参
事
院
議
長
の
山
県
有
朋
に
提
出
し
た
。
審
査
に
鶴
田
が
加
わ
っ
て
い
る
の
は
、
法
律
案
は
部
会
議
で
な
く
、
総
会
議

で
審
議
す
る
か
ら
だ
ろ
う
。

こ
の
再
調
査
案
は
、
司
法
省
の
求
め
る
修
正
・
加
除
を
大
幅
に
削
減
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
で
も
、
徒
刑
・
流
刑
、
懲
役
・
禁
獄
な
ど

刑
期
の
延
長
を
認
め
な
か
っ
た
。
刑
期
の
延
長
は
「
其
の
関
係
す
る
所
、
刑
法
の
全
局
全
部
の
変
動
に
し
て
、
取
り
も
直
さ
ず
旧
刑
法
を

廃
し
て
新
刑
法
を
施
す
も
の
」
だ
か
ら
と
い
う
（
66
）

。
と
も
あ
れ
、
肝
腎
の
大
逆
罪
、
内
乱
罪
に
つ
い
て
、
旧
刑
法
に
修
正
が
加
わ
っ
た
条
文

二
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
〇
四
）

を
記
す
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
（
67
）

。

○
太
政
官
再
調
査
案

　
　
　

第
一
章　

悖
乱
ノ
罪

　
　
　
　

第
一
節　

皇
室
ニ
対
ス
ル
罪

　

第
百
十
六
条　

皇
室
ニ
対
シ
悖
逆
ヲ
謀
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス

　

第
○
○
条　
　

皇
陵
ヲ
毀
ツ
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス

第
百
十
七
条　

皇
室
ニ
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者
ハ
三
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
処
シ
其
情
重
キ
者
ハ
重
懲
役
又
ハ
軽
懲
役
ニ

処
ス

　
　

皇
陵
ニ
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者
亦
同
シ

　
　
　
　

第
二
節　

国
事
ニ
関
ス
ル
罪

第
百
二
十
一
条　

政
体
ヲ
変
壊
シ
又
ハ
邦
土
ヲ
僣
窃
シ
其
他
朝
憲
ヲ
紊
乱
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
為
シ
兵
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
者
ハ
謀
反
ノ

罪
ト
為
シ
左
ノ
区
別
ニ
従
テ
処
断
ス

　
　

一
〜
四　

元
の
ま
ま

太
政
官
再
調
査
案
は
、
旧
刑
法
の
第
一
章
と
、
第
二
章
第
一
節
（
お
よ
び
第
二
節
）
の
分
章
を
撤
回
し
、
併
せ
て
一
章
と
し
、
第
一
章

悖
乱
の
罪
を
お
き
な
が
ら
、
一
章
の
中
に
第
一
節
皇
室
に
対
す
る
罪
、
第
二
節
国
事
に
関
す
る
罪
、
お
よ
び
第
三
節
外
国
に
関
す
る
罪
の

三
節
を
お
い
た
。
大
逆
罪
、
内
乱
罪
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
章
に
し
て
二
節
を
配
置
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
第
一
一
六
条
は
、
太
政
官

調
査
修
正
案
の
第
一
一
六
条
と
同
じ
。
第
一
二
一
条
の
構
成
要
件
は
、
修
正
案
の
表
現
を
か
な
り
改
め
た
。

三
〇



近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
（
新
井
）

（
二
〇
五
）

参
事
院
は
、
こ
の
再
調
査
案
を
総
会
議
の
議
案
と
し
た
。
六
月
下
旬
、
総
会
議
が
開
か
れ
激
論
が
交
わ
さ
れ
た
と
い
う
（
68
）

。
山
県
議
長
が

総
会
議
の
議
決
し
た
旧
刑
法
改
正
案
を
、
太
政
大
臣
の
三
条
実
美
に
提
出
し
た
の
は
、
七
月
一
二
日
の
こ
と
で
あ
る
（
69
）

。
し
か
し
、
改
正
案

は
元
老
院
へ
送
る
こ
と
な
く
、
審
議
に
ふ
す
る
こ
と
な
く
、
政
府
自
ら
握
り
潰
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
参
事
院
の
改
正
案
の

う
ち
、
こ
れ
も
や
は
り
大
逆
罪
、
内
乱
罪
に
つ
い
て
、
旧
刑
法
に
修
正
が
加
わ
っ
た
条
文
を
記
す
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
（
70
）

。

○
参
事
院
改
正
案

　
　
　

第
一
章　

悖
乱
ノ
罪

　
　
　
　

第
一
節　

皇
室
ニ
対
ス
ル
罪

　

第
百
十
六
条　

皇
室
ニ
対
シ
悖
逆
ヲ
謀
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス

第
百
十
七
条　

皇
室
ニ
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者
ハ
三
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
処
シ
其
情
重
キ
者
ハ
軽
懲
役
又
ハ
重
懲
役
ニ

処
ス

　
　

皇
陵
ニ
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者
亦
同
シ

　
　
　
　

第
二
節　

謀
反
ノ
罪

　

第
百
二
十
一
条　

政
体
ヲ
変
壊
シ
又
ハ
朝
憲
ヲ
紊
乱
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
兵
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
者
ハ
左
ノ
区
別
ニ
従
テ
処
断
ス

　
　

一
〜
四　

元
の
ま
ま

　
　
　
　

第
三
節　

謀
叛
ノ
罪

（
注
）
太
政
官
再
調
査
案
中
、
第
○
○
条
「
皇
陵
ヲ
毀
ツ
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス
」
は
削
除
。

三
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
〇
六
）

（
49
） 

明
治
法
制
経
済
史
研
究
所
編
『
元
老
院
会
議
筆
記
』
前
期
第
八
巻
（
元
老
院
会
議
筆
記
刊
行
会
、
一
九
六
四
年
）
五
八
頁
。
明
治
一
三
年
三
月

一
五
日
の
会
議
。

（
50
） 
前
掲
「
旧
刑
法
、
治
罪
法
及
旧
刑
事
訴
訟
法
編
纂
沿
革
」
③
（
法
曹
会
雑
誌
第
八
巻
第
一
〇
号
、
一
九
三
〇
年
）
一
四
一
〜
一
四
四
頁
。

（
51
） 
注（
50
）と
同
じ
。

（
52
） 

日
本
大
学
法
学
部
図
書
館
は
、
甲
号
「
太
政
官
調
査
修
正
案
」
と
題
さ
れ
る
、
旧
刑
法
改
正
案
を
所
蔵
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
旧
刑
法
の
活
版

印
刷
本
（
目
次
一
二
頁
、
本
文
一
八
一
頁
）
の
各
条
文
に
朱
書
で
修
正
・
加
除
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
修
正
案
の
成
立
時
期
は
、
は
っ
き
り

し
な
い
。
本
文
の
「
明
治
一
五
年
の
暮
れ
か
翌
一
六
年
の
初
め
頃
か
」
と
い
う
の
は
、
現
在
の
お
よ
そ
の
推
測
で
あ
る
。
な
お
慎
重
な
考
察
が
必
要

で
あ
る
。
修
正
案
は
、
内
田
文
昭
ら
編
『
刑
法
（
明
治
40
年
）
①
』
全
三
巻
（
信
山
社
・
日
本
立
法
資
料
全
集
、
一
九
九
九
年
〜
二
〇
〇
九
年
）
の

中
に
み
あ
た
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
同
書
第
三
巻
（
①
│
3
）
補
遺
③
、
四
四
四
頁
以
下
の
「
刑
法
改
正
案
・
参
事
院
」
は
、
こ
の
修
正
案
の
う
ち

主
要
な
箇
条
を
掲
げ
る
と
と
も
に
、
修
正
・
加
除
の
理
由
を
ふ
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
53
） 

注（
52
）「
太
政
官
調
査
修
正
案
」
四
九
頁
、
五
〇
〜
五
一
頁
。

（
54
） 

前
掲
『
刑
法
（
明
治
40
年
）
①
│
3
』
所
収
、
補
遺
③
「
刑
法
改
正
案
・
参
事
院
」
四
四
六
頁
。

（
55
） 

注（
54
）「
刑
法
改
正
案
・
参
事
院
」
四
四
七
頁
。
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
年
）
発
行
の
『
言
海
』
は
、
政
体
の
語
の
解
釈
と
し
て
「
政
治
ノ

タ
テ
カ
タ
」
と
記
し
、
用
例
と
し
て
「
立
憲
ノ
政
体
、
共
和
ノ
政
体
」
を
あ
げ
て
い
る
。
大
槻
文
彦
編
『
言
海
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
、
二
〇
〇
四

年
）
六
八
七
頁
。
法
制
部
が
第
一
二
一
条
の
文
頭
を
政
府
か
ら
政
体
へ
修
正
し
た
の
は
、
強
引
な
観
が
あ
る
。

（
56
） 

鶴
田
皓
あ
て
井
上
毅
書
簡
、
明
治
一
五
年
（
？
）
一
二
月
三
〇
日
付
。
井
上
毅
伝
記
編
纂
委
員
会
編
『
井
上
毅
伝
』
史
料
篇
第
一
巻
（
国
学
院

大
学
図
書
館
、
一
九
八
六
年
）
二
六
七
頁
。
初
版
は
一
九
六
六
年
。

（
57
） 

鶴
田
皓
あ
て
井
上
毅
書
簡
、
明
治
一
五
年
（
？
）
一
二
月
三
〇
日
付
。
注（
56
）二
六
八
頁
。
厭
足
は
、
十
分
に
た
り
る
、
満
足
す
る
。

（
58
） 

注（
57
）と
同
じ
。

（
59
） 

注（
52
）「
太
政
官
調
査
修
正
案
」
四
九
頁
。

（
60
） 

井
上
毅
「
第
二
編
第
一
章
第
二
章
改
正
の
議
」。
注（
56
）三
四
三
頁
。

三
二



近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
（
新
井
）

（
二
〇
七
）

（
61
） 

注（
60
）「
第
二
編
第
一
章
第
二
章
改
正
の
議
」。
注（
56
）三
四
三
〜
三
四
四
頁
。

（
62
） 

注（
60
）「
第
二
編
第
一
章
第
二
章
改
正
の
議
」。
注（
56
）三
四
四
〜
三
四
五
頁
。
法
文
中
の
読
点
、
濁
点
は
、
原
文
ど
お
り
。

（
63
） 
前
掲
『
刑
法
（
明
治
40
年
）
①
│
3
』
所
収
、
補
遺
①
「
司
法
省
改
正
案
」。
こ
の
改
正
案
は
、
旧
刑
法
の
活
版
印
刷
本
の
各
条
文
に
、
朱
書
で

修
正
・
加
除
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
書
第
二
巻
（
①
│
2
）
資
料
解
題
五
〇
頁
。

（
64
） 

注（
63
）補
遺
①
「
司
法
省
改
正
案
」
二
九
二
〜
二
九
五
頁
。

（
65
） 

日
本
大
学
法
学
部
図
書
館
は
、
注（
52
）の
ほ
か
、
丙
号
「
太
政
官
再
調
査
案

│
即
参
事
院
総
会
議
々
案
」
と
題
さ
れ
る
、
旧
刑
法
改
正
案
を

所
蔵
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
注（
52
）と
同
じ
活
版
印
刷
本
の
各
条
文
に
朱
書
で
修
正
・
加
除
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
再
調
査
案
は
、
お
よ
そ

の
と
こ
ろ
、
前
掲
『
刑
法
（
明
治
40
年
）
①
│
1
』
資
料
⑦
、
二
四
八
頁
以
下
の
「
参
事
院
総
会
議
議
案
」
の
内
容
と
同
じ
で
あ
る
。

（
66
） 

山
県
有
朋
あ
て
井
上
毅
書
簡
、
明
治
一
六
年
（
？
）
五
月
一
四
日
付
。
注（
56
）三
四
二
頁
。

（
67
） 

注（
65
）「
太
政
官
再
調
査
案
」
四
九
頁
、
五
〇
〜
五
一
頁
。

（
68
） 

伊
藤
隆
・
尾
崎
春
盛
編
『
尾
崎
三
良
日
記
』
上
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
）
三
〇
四
〜
三
〇
五
頁
。

（
69
） 

前
掲
『
刑
法
（
明
治
40
年
）
①
│
1
』
資
料
⑨
、
四
一
五
頁
以
下
の
「
参
事
院
上
申
案
」。

（
70
） 

注（
69
）と
同
じ
。

お
わ
り
に

近
代
日
本
が
西
欧
法
典
を
模
倣
し
て
最
初
に
編
纂
し
た
の
は
、
明
治
一
三
年
の
刑
法
、
い
わ
ゆ
る
旧
刑
法
で
あ
る
。
草
案
編
纂
を
担
当

し
た
司
法
省
の
編
纂
委
員
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
指
導
を
う
け
な
が
ら
暗
中
模
索
の
日
々
を
送
っ
た
。
そ
の
頃
の
刑
法
が
大
逆
罪
や
内
乱

罪
を
お
か
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
編
纂
委
員
は
こ
の
草
案
の
中
に
大
逆
罪
、
内
乱
罪
を
創
定
し
よ
う
と
し
た
。
初
め
は
フ
ラ
ン
ス

三
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
二
〇
八
）

刑
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
を
模
倣
す
る
し
か
な
か
っ
た
が
、
刑
法
草
案
第
一
稿
の
見
直
し
に
入
る
と
、
こ
れ
ら
二
罪
の
罪
質
の
違
い
が
気
に

な
り
、
二
罪
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
章
に
分
離
し
た
。
こ
れ
は
、
大
逆
罪
か
ら
内
乱
罪
を
分
離
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

刑
法
典
に
例
の
な
い
や
り
方
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
旧
刑
法
は
、
施
行
直
後
か
ら
改
正
論
の
逆
風
に
曝
さ
れ
た
。
い
わ
ば
そ
れ
に
便
乗
し
て
、
日
本
型
憲
法
を
構
想
中
の
法
制

官
僚
井
上
毅
が
、
古
い
律
の
謀
反
や
大
逆
の
概
念
を
、
旧
刑
法
と
い
う
近
代
的
法
典
の
中
に
強
引
に
侵
入
さ
せ
よ
う
と
努
め
た
。
天
皇
制

国
家
建
設
の
旗
を
ふ
る
井
上
の
強
力
な
働
き
か
け
に
、
司
法
省
も
、
参
事
院
も
ふ
り
回
さ
れ
た
。
司
法
省
は
、
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
分
章

を
撤
回
す
る
改
正
案
を
提
出
す
る
始
末
で
あ
る
。
参
事
院
は
、
こ
れ
ら
二
罪
を
纏
め
た
一
章
を
お
き
、
そ
の
中
で
節
を
わ
け
る
改
正
案
を

作
成
し
た
。
ど
ち
ら
も
五
〇
歩
一
〇
〇
歩
。
条
約
改
正
を
は
じ
め
外
交
上
の
問
題
に
日
夜
苦
闘
す
る
政
府
が
、
大
き
く
時
代
に
逆
行
す
る

改
正
案
を
見
送
っ
た
の
は
、
明
治
一
〇
年
代
の
賢
明
な
選
択
だ
っ
た
。

○
追
記

か
な
り
古
く
日
本
法
学
第
六
三
巻
第
一
号
（
一
九
九
七
年
）
掲
載
の
、
新
井
勉
「
参
事
院
の
刑
法
論
小
考
」
は
、
司
法
省
の
全
面
改
正

案
の
提
出
を
、
ひ
と
ま
ず
明
治
一
五
年
々
末
く
ら
い
か
と
想
像
し
た
。
し
か
し
、
今
回
、
太
政
官
調
査
修
正
案
の
成
立
が
一
五
年
暮
れ
か

翌
一
六
年
初
め
頃
か
、
と
見
当
が
つ
い
た
。
早
け
れ
ば
一
五
年
一
二
月
、
遅
け
れ
ば
一
六
年
一
、
二
月
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
修
正
案

を
下
敷
き
と
す
る
全
面
改
正
案
の
提
出
は
、
早
け
れ
ば
明
治
一
六
年
二
月
頃
、
お
そ
ら
く
三
、
四
月
頃
と
み
る
し
か
な
い
。

三
四



近
代
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
創
定
（
新
井
）

（
二
〇
九
）

○
追
記

校
了
と
す
る
さ
い
、
本
稿
に
お
け
る
司
法
省
改
正
案
の
扱
い
に
、
お
そ
ら
く
思
い
違
い
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
こ
の
点
、
次
稿
で

再
論
し
よ
う
と
思
う
。

三
五




